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Ⅰ．日本国憲法の制定経緯に関する論点

Ａ．制定経緯の事実認識及び評価に関する論点

１．日本国憲法の制定経緯をどのような観点から評価すべきか

西参考人
憲法制定経緯をどう評価するか。非常に強い「押しつけ」で

あったと言わざるを得ない。

青山参考人

当時の政府は、民主化は法律改正によって達成できると考え

ており、大日本帝国憲法の改正は、天皇の戦争責任を問う動

きからどう守るかという問題に対処する必要から行わざるを

得なかった。その意味で「押しつけ」られたことは明白であ

る。

古関参考人

日本国憲法制定当時の日本が占領下にあり、国家ではなかっ

たということは当然としても、占領をポツダム宣言という形

で明確に受け入れた事実をしっかりと受け止めなければなら

ない。

占領という屈辱的な経験や感情論から「押しつけ」があった

かを議論すべきではない。もし本当に「押しつけ」であって

承知できないのであれば、承認しなければよかったわけで、

承認した以上は、私たちはその責任を自らのものとして負わ

なければならない。

村田参考人

日本国憲法がＧＨＱの強い影響の下に制定されたことは事実

だが、民主主義の精神はＧＨＱに押しつけられたのではなく、

大正デモクラシーにその萌芽があり、その精神が日本国憲法

にも引き継がれている。

日本国憲法の精神がすべて「押しつけ」であるというのは、

日本の近代史を矮小化する議論だ。
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長谷川参考人

憲法の歴史を見るには、国家主権、国家権力の規制原理、基

本的人権の保障が達成されているかを基準とし、憲法典に書

かれていることが実現しているのかを調査すべきである。日

本国憲法の制定主体を議論するよりも、できあがったものが

国民の役に立つかが重要である。「押しつけ」があったかどう

かは、誰と誰の関係について議論するかを明らかにした上で

論じなければ意味がない。

高橋参考人

「押しつけ」の議論というのは、改正説を採るかあるいは八

月革命説を採るかといった法理的な観点が変われば、「押し

つけ」の内容や法的評価についても相当程度に変わってくる

のではないか。単に情緒的な問題として議論をすると水かけ

論に終わってしまう。そのためにも、法理的な部分を確認し

た上での議論が必要である。

北岡参考人

日本国憲法の制定過程は条約の締結交渉のようなもので、当

時の日本政府は相手が強かったためにかなり押されたところ

で妥協した。しかし、草案が審議される段階になると、これ

で我々の国益は守られると言って議会を説得する立場に立っ

た。

「押しつけ」憲法であるという理由だけでは改憲するべきで

ない。憲法の中身のよい悪いや、その憲法が定着していると

いう事実は押しつけかどうかとは関係ない。

進藤参考人

憲法制定経緯の論議は、時間の軸と場所の軸とを外した長い

歴史の中に憲法を位置付けた上で行い、そして憲法の掲げる

理念の普遍性を理解する必要がある。その際、いかにして憲

法が国民に根差したものになったかという「土着化」及びど

のように外国からの影響を受けたかという「国際化」、この二

つの外的要因の影響を考慮する必要がある。

五百旗頭参考人

「押しつけ」の有無と改憲の必要性を結び付けるべきでない。

過去にとらわれすぎると将来への対処を誤る。「押しつけ」ば

かりを強調し、日本が自らの利害を考えて憲法を受け入れる

決断をした事実を見失うべきでない。
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個別の条文に係る制定経緯を検討するミクロ的アプローチを

行うことにより、当時の人々が何を求め、いかに努力したか

を理解する必要がある。その際、憲法の有する可能性を法律

が十分に引き出せているかを検討すべきである。同時に、制

定経緯と時代の背景との関わりを考えることも重要である。
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２．日本国憲法の制定の際に、ＧＨＱからの「押しつけ」はあったのか

（１）政府に対する「押しつけ」

西参考人

当時の制定主体である政府、議会に対しては非常に強い圧力

があり、ＧＨＱの作った舞台の上で、極東委員会の監視の中、

非自主的に作られたものである。

青山参考人

憲法問題調査委員会の案（松本案）の内容が日本国憲法より

進歩的ではなかったからといって、「押しつけ」を正当化す

る理由にはならない。

古関参考人

ＧＨＱは憲法制定を急いだということ、さらに法的にＧＨＱ

は日本政府の上にあったにせよ、憲法制定過程において威圧

的な側面があったことを否定することはできない。

しかし、①ＧＨＱが発した人権指令を日本政府が受け入れた

にもかかわらず、政府原案にはそれに沿った人権規定がな

かったこと、②日本が受け入れたポツダム宣言には「日本国

民の自由な意思の表明に従う政府をつくる」ということを書

いてあるのに、政府原案に国民主権規定がなかったことがＧ

ＨＱを落胆させ、独自の草案を作らせる原因となったのであ

る。

村田参考人

憲法がＧＨＱの非常に強い影響のもとに制定されたことは

事実だが、当時の指導者達は、天皇制を守り、占領を低コス

トで終わらせるために、憲法をとりあえず受け入れ、独立回

復後、しかるべき時に、憲法を改正すればよいと考えていた。

高橋参考人

占領管理下においては、日本国憲法は、ポツダム宣言を頂点

としＧＨＱの命令まで至る法体系下における下位法に過ぎ

なかった。したがって、この時期における日本国憲法の制定

も、他のＧＨＱの命令による法令の制定、改廃と同じであり、

「押しつけ」その他の議論がなされる理由は乏しい。
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北岡参考人

制定過程には、強烈な「押しつけ」があった。しかし、日本

政府側はそれに応じて、何とか日本を救うために、ある程度

積極的に受け入れていった。

進藤参考人

「外国から来た賢者だけが国の制度を根本から変えること

ができる」とルソーも主張するとおり、外国人が憲法を作成

しても決して異常なことではなく、むしろ憲法制定の慣例で

ある。また、日本とＧＨＱとの間にせめぎ合いもあったが、

戦後の日本社会をいかにしていくかについての大きな方向

性について、双方に共通の認識があったと考えられる。

五百旗頭参考人

憲法は、日本の自由意思で作ったものではない。しかし、幣

原内閣は、総辞職して抗議することも可能であったが、天皇

制と国家存立を守り、戦後世界へ船出する代償として、自ら

受け入れる決断をして、合法的手続をとった。

天川参考人

憲法に地方自治の章を新設することについては、ＧＨＱ案に

その起源を求めることができるが、政府も、それ自体に抵抗

感がなく、また、それを前提として政府から提起した修正要

求は、首長の直接公選制に対する修正要求以外、要求どおり

に受け入れられた。
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（２）議会に対する「押しつけ」

西参考人

昭和 21 年４月の総選挙は、公職追放後に行われており、

ＧＨＱは、公職追放により議会の勢力を一新しようともくろ

んでいた。

青山参考人

公職追放後の選挙によって選ばれた議員で構成されていた憲

法制定議会は、民意を反映したものとはいえない。また、当

時の議会にはナショナリズム的な反感があったが、政府が日

本国憲法はＧＨＱの意向に合致することを強く述べたため、

多くの議員はそれに反対できなかった。

古関参考人

日本国憲法は帝国議会の審議で、原案のかなりの部分が修正

されている。また、枢密院における美濃部氏のように勇気を

持って反対した人もおり、反対しようと思えば反対できた。

村田参考人

帝国議会における民意を反映するプロセスを踏んでいること

を重視すべきであり、成立時が正しくないからすべてだめだ

という議論は生産的でない。

進藤参考人
天皇制の維持が危うい状況下ではあったが、衆議院憲法改正

小委では、質の高い、自由な議論がなされていた。
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（３）国民に対する「押しつけ」

西参考人

憲法制定に関しＧＨＱが関与したということは、占領下では、

検閲の対象になっていた。また、昭和 21 年の総選挙の選挙公

報で憲法改正草案要綱に言及している候補者は２割に満たな

かったという調査結果もある。

青山参考人

昭和 21 年の総選挙の際は、言論、情報、教育すべてにわたっ

て、検閲とパージによりＧＨＱに統制されていた。また、当

時の国民の関心は食料の確保にあり、憲法に関心はなかった。

村田参考人

国民主権、国際平和を希求する精神という基本理念は、国民

の間で相当広範なコンセンサスが存在し、戦後も共有されて

きた。

高橋参考人

当時の国民の感覚としては、「憲法よりも飯だ」というのが実

情だったのではないかと思う。

しかし、憲法制定後独立回復までの間に、日本国憲法を法と

して守るべきだという情動と日本国憲法は法として信頼し得

る内容を含むという確信とが、国民の間に醸成されていた。

北岡参考人
ＧＨＱは、憲法が外国製であるということをにおわせたりす

ることは一切まかりならぬという検閲をしていた。

五百旗頭参考人

民主主義、平和主義等の内容は、当時の国民から高い支持を

得、また、占領終了後も国民の支持は変わらず、日本は、平

和憲法の下で戦後の復興を遂げた。

天川参考人
ポツダム宣言に謳われ、占領政策においても強調された民主

主義化は、次第に多くの人々をとらえていった。
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３．ポツダム宣言は大日本帝国憲法の改正を要求していたか

西参考人

ポツダム宣言の受諾が大日本帝国憲法の改正には結びつかな

いという考えには限界がある。ただ、ポツダム宣言イコール

天皇制廃止とならないことはアメリカ自身も認めていた。

青山参考人

ポツダム宣言 10 項の「民主主義的傾向ノ復活強化」とは、大

日本帝国憲法の下で存在していた民主主義を復活強化しろと

いう意味であり、憲法を変えろという意味ではない。

古関参考人
ポツダム宣言には、日本国民の自由な意思の表明に従う政府

を作るとあり、国民主権の憲法を作る必要があった。

村田参考人
ポツダム宣言による義務を履行するという観点から憲法が占

領下において改正されたと理解すべき。

長谷川参考人 ポツダム宣言受諾によって明治憲法の効力が停止された。

高橋参考人

ポツダム宣言受諾後、同宣言が無条件降伏として運用され、

連合国による国家改造プログラムの発動として大日本帝国憲

法が改正された。

進藤参考人
大日本帝国憲法の改正は、ポツダム宣言の要請するもので

あった。

五百旗頭参考人

ポツダム宣言 10 項の「民主化の障害除去」のために憲法改正

が必要であるとＧＨＱが言ってきたら、断ることは難しい状

況にあった。
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４．占領下の日本国憲法制定はハーグ陸戦法規等に違反しているのか

青山参考人

極東委員会及びＧＨＱの行為は、ハーグ陸戦法規及びポツダ

ム宣言に違反していた。また、マッカーサーの行為は、極東

委員会の権限を侵していた。したがって、憲法制定行為自体

に違法行為がある。

古関参考人

ハーグ陸戦法規は、占領者に対する禁止規範であり、被占領

者の行為に対しては何の規定も設けていない。マッカーサー

はそのことを重々承知していたからこそ、間接統治形態によ

り、手続的に連続性を非常に強調し、明治憲法を無効とせず、

明治憲法の手続を経て日本国憲法を制定させた。

村田参考人

ポツダム宣言は個別法であり、一般法であるハーグ陸戦法規

に優先する。したがって、ポツダム宣言の履行のために、占

領下に日本国憲法が制定されたとしても、国際法上違法では

ない。

高橋参考人

ポツダム宣言は、無条件降伏のかたちで運用された。連合国

には国家改造を行うという意図が厳然としてあり、敗戦国処

分として日本の占領管理が行われた。このような状況を考慮

すれば、ポツダム宣言はハーグ陸戦法規に優先していたと見

るべきで、その運用の効力を疑う余地はあり得ない。

進藤参考人
占領下の日本国憲法制定は、ハーグ陸戦法規において認めら

れているものであった。

五百旗頭参考人

ハーグ陸戦法規は一般法であり、個別法であるポツダム宣言

が優先する。また、ハーグ陸戦法規は、「占領下における法制

変更を、なるべくしないように」という規定であって、これ

に違反していることを立証するのは難しい。
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５．日本国憲法は無効と評価すべきか

西参考人
憲法制定過程に「押しつけ」はあったが、今の憲法をどう評

価するか、これはまた別問題である。

青山参考人

憲法制定行為自体に違法行為があるが、無効とはならない。

違法があったからすべて無効になるという法論理は現実には

行われていない。また、制定行為が無効であるか否かを審査

する機関がない。

古関参考人

日本国憲法は適正な国家の手続を踏んで制定されており、も

し、これが「押しつけ」であるならば承認しなければよかっ

たのであり、承認した以上は、その責任を自らのものとして

負わなければならない。

村田参考人

完全に自発的ではなかったからといって、憲法の正当性が初

めから遡って無効であるというような議論は、戦後の日本の

発展や民主政治を原点から否定することになるので、法律的

にも政治的にもとるべきではない。

長谷川参考人

手続的にはおかしい点があったが、それによって無効とは考

えない。外国でも、憲法が制定されるのは戦争、革命などの

非常時の後の場合が多いが、その際の手続の瑕疵を問題には

しない。できあがったものが国民の役に立つかが問題だ。

高橋参考人

日本国憲法は、管理法令時代にできたものであるから、改正

手続ないし内容上の瑕疵と感じられるものがあろうが、占領

終了後においても、国民の間には日本国憲法を支える意思と

諸力が存在しており十分に効力を有している。

北岡参考人
外部からの強要、強制があったから直ちに無効あるいは早急

に全面的に改めるべきであるというふうには思わない。
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進藤参考人

大日本帝国憲法の改正は、ハーグ陸戦法規自体が認めている

ものであって、ポツダム宣言の要請するものである。憲法無

効論は、すでに決着済みの話である。

五百旗頭参考人

憲法制定時に「押しつけ」はあったが、日本は、ポツダム宣

言を受諾し、自らの判断で憲法を受け入れており、また、憲

法の内容は国民にも定着しているので、有効である。

憲法が作られるのは戦争や革命等の異常時であり、その有効

性は、内容が国民に良いものであるかどうかにかかっている

と思う。
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６．大日本帝国憲法から日本国憲法への連続を法的にどう説明するか

西参考人

八月革命説は法的な説明としては有効だろうが、架空の議論

である。憲法改正限界論では主権者の変更を説明できないた

めに、八月革命説が生まれた。私は憲法改正無限界論をとっ

ており、主権者の変更その他について一切矛盾を生じない。

青山参考人

八月革命説は、ポツダム宣言を受諾したときに革命があった

のだというが、ポツダム宣言の受諾は合法的になされており、

革命とは呼べない。また、ポツダム宣言の受諾が革命を意味

するとすれば、革命の主体はポツダム宣言を受諾した天皇に

なることになり、おかしい。

古関参考人

手続的に見れば、連続性を非常に重んじたとしか言いようが

ない。つまり、明治憲法 73 条の改正手続をとった。これは、

国際法上の問題はもちろん、日本人に受け入れられやすかっ

たからだ。

また、現憲法の編成の順序は明治憲法と同じである。20 世紀

後半の憲法で第１章に「天皇」があるという憲法は、そうそ

うない。あえてそれを作っているという点では、連続性をも

のすごく意識したということだ。

長谷川参考人
憲法制定の手続について、私は、八月革命説には批判的であ

る。

高橋参考人

①ポツダム宣言の受諾により、日本国の国家性は揺らぎ、日

本は天皇主権から連合国ないしはマッカーサー主権というべ

き状態に移行した。そして、明治憲法は、いわば連合国・マッ

カーサー主権の下位法として存在した管理法令となり、それ

が改正されて日本国憲法となった。

②講和条約の締結によって占領は終了し、連合国・マッカー

サー主権というべき状態から、再び通常の国家そして国民主

権国家になった。そして、日本国憲法は、占領下の管理法令

という性格から脱することとなった。
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北岡参考人

主権がどこにあるかは決定的に重要なことではない。主権の

移動は憲法の改正に限界があるかどうかの議論となると思

う。政治学的に見て明らかに国体は変わったと思う。

（参考）

【改正説】

　憲法の改正は、その改正手続を遵守する限り限界はない（憲法改正無限界論）。

　ポツダム宣言受諾に伴う天皇主権から国民主権への移行についても、改正手

続に従う限り、法的連続性は確保されており、日本国憲法は有効である。

【無効説】

　明治憲法 73 条による憲法改正には限界がある（憲法改正限界論）。

　ポツダム宣言の受諾により、自主改正の義務が生じたとはいえ、主権の変更

には限界が認められる以上、法的連続性は確保されず、したがって日本国憲法

は無効である。

【失効説】

　ポツダム宣言受諾により、明治憲法は占領下の管理法令に変質したものとみ

なす。その明治憲法を改正して制定された日本国憲法も、同様に占領下の管理

法令とみなすべきである。

　したがって、占領期間中、日本国憲法は管理法令として有効であったが、講

和条約締結による占領の終了とともに効力は失われる。

【八月革命説】

　ポツダム宣言受諾は、我が国に法的革命をもたらし、天皇主権は国民主権に

変わった。これにより、明治憲法は、国民主権の憲法に変質した。

　日本国憲法は、国民主権に変質した明治憲法の改正であって、改正の限界を

超えておらず、法的連続性が確保される以上、日本国憲法は有効である。
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７．政党その他の民間団体はどのような憲法改正案を考えていたか、また、政

　　府提出案に対してどのような態度をとったのか

西参考人

社会党、共産党は憲法に反対していた。社会党は社会主義経

済の重要性を強調していた。共産党は当時の憲法の先駆性を

完全に否定していた。

青山参考人

進歩党の改正案は宣戦に関する規定があったが、他の政党は

軍事の問題は触れていなかった。

社会党、共産党は政府の改正案に反対又は更なる改正が必要

との態度であった。最終的に、社会党は改正案を歓迎したが、

さらに社会主義の実現を目指して行動する旨の主張をしてい

た。共産党は自衛戦争ができるような憲法を主張していた。

古関参考人

ＧＨＱは、憲法研究会という学者を中心とした知識人の組織

が書いた案を高く評価し、それを研究して、ＧＨＱ案を作る

ときに使っている。

社会党は、ワイマール憲法の社会権規定を知っていて、それ

を入れるように主張した。

なお、加藤シヅエ議員は、働く女性、寡婦の権利を強く主張

した。

進藤参考人

高野岩三郎案は共和体制の憲法原則を中核とし、森戸草案は

植木枝盛憲法案の内容と近いものがあった。また、共産党案

は主権在民、民主主義議会及び人権を中心としていた。

衆議院憲法改正小委において、社会党は社会経済的条項を付

け加えることが基本的人権を強化することにつながると主張

した。

天川参考人

日本側の改正案の中で唯一地方自治を規定していたのは、

佐々木惣一案のみであった。同案には、明治時代以降の地方

自治の経験及び実績にかんがみ、第７章として、団体自治、

責任者の選任方法及び組織等について法律で定める旨が規定

されていた。
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８．ＧＨＱが憲法制定を急いだ理由について

西参考人

極東委員会が設置されると、その中にはソ連やオーストラリ

アなど天皇制廃止論の国が多く、マッカーサーは天皇制を維

持しようとしたこともあり、制定を急いだ。

青山参考人
マッカーサーは、天皇の戦争責任が問われる前に憲法を改正

させることによって、天皇の地位を守ろうとした。

古関参考人

①極東委員会に先んじるということ、②天皇を象徴として天

皇の地位を明確に規定し、平和主義、人権尊重を内容とした

連合国に受け入れられやすい憲法を作ることにより、日本を

安定させようとした。

村田参考人
極東委員会がマッカーサーの占領政策に介入できるようにな

る前にまとめておきたかった。

北岡参考人
マッカーサーは、極東委員会が占領政策の実権を握る前に憲

法を制定しようとした。
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９．日本国憲法の先駆的意義について

古関参考人

日本国憲法は全く新しい理念を盛り込んでいる。さらに、刑

法も民法も全部文語体であった中で日本国憲法が口語体で発

せられたのであるから、読みやすさからいったら格段に日本

国憲法のほうが読みやすいことは明らかである。

高橋参考人
日本国憲法は法として信頼し得るだけの内容を含んでいた。

また、世界の憲法の内容を先取りしたものがあった。

進藤参考人

日本が独自に憲法に盛り込んだ社会経済条項、社会保障条項、

義務教育無償化条項等に、先見性及び国際性を認識すること

ができる。また、戦後における宗教改革、教育改革等の諸施

策は、憲法と連動して、市民的諸活力を強化し、新たな国の

かたちを形成していく上での産物であったといえる。

五百旗頭参考人

日本国憲法には、大正デモクラシーによって戦前に日本が達

成した民主主義のその先にある、日本としてもやりたかった

ことがたくさん含まれていた。

天川参考人

地方自治法については、戦前における自治制との連続性を重

視したため効果的に機能したという側面がある一方、新たな

観点からすると不十分な側面もある。後者の側面を改善して

いく努力において、第８章が一つの方向性を示すとともに、

戦後の地方自治の推進に当たっての大きな支えになっていた

と考えられる。
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10．日本国憲法制定後、ＧＨＱから憲法見直しの示唆があったのに、我が国が

　　特に行動をとらなかった理由について

青山参考人

当時は非常に統制が厳しい時代で、政府としては見直しをや

らないというのが自然であった。ゆえに、見直しをしなかっ

たからといって、国民に支持されていたことにはならない。

古関参考人

吉田首相は憲法改正の意思を持っていない旨答弁しているの

で、「押しつけ」の立場をとっておらず、また、これを理由に

憲法を改正するべきとの立場もとっていない。

北岡参考人

極東委員会と異なり、マッカーサーは、日本が再軍備せずと

も、米軍の核によってソ連の侵攻から守れると考えたため、

積極的には見直しを示唆しなかった。また、当時は日本政府

も軍備よりも経済復興に力を入れていた。
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Ｂ．９条の成立過程に関する論点

１．マッカーサー第２原則（戦争の放棄）について

西参考人

「紛争解決のための手段としての戦争」と「自己の安全を保

持するための手段としての戦争」の両方とも放棄しなければ

ならない、という趣旨である。

古関参考人

マッカーサーは、単なる理想ではなく、極めて現実的な政治

判断の下に戦争放棄条項を起草した。それは、天皇の戦争責

任を免罪させるとともに、沖縄を要塞化しようというもので

ある。

村田参考人

マッカーサーが日本に自衛戦争も放棄させようとした意図と

しては、①平和主義の徹底を国際社会にアピールすることに

よって占領を速やかに終わらせ、天皇制を守ろうとしたこと、

②日本に再軍備を促さなくてもアメリカの核によって日本を

守れると考えていたことが考えられる。

北岡参考人
幣原とマッカーサーの会談で、幣原が軍備放棄条項を発案し

たというのは虚偽である。

五百旗頭参考人

マッカーサーは、敗戦国日本が国際社会で信用を回復して、

天皇制を維持し、寛大な日本処理が可能になるよう、自衛の

ための戦争も放棄することとした。

天川参考人

当時軍国主義と天皇制とが結び付いていると考えられていた

ため、マッカーサー第２原則の意図については、戦争放棄と

天皇制の問題との関わりを考える必要がある。
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２．総司令部案において「自衛戦争の放棄」を削除した理由について

西参考人

ケーディスは、自己の安全を保持するための手段としての戦

争を放棄すると日本が攻撃されても自ら守ることができなく

なるが、そのようなことは現実的でないと考えて、マッカー

サー第２原則を修正した。

北岡参考人

ケーディスは、自衛のための権利まで否定するというのはい

き過ぎであり、そういう憲法はあり得ないとして意図的に削

除した。

五百旗頭参考人

ケーディスは、自衛戦争も許さないことにしてしまうと、占

領終了後日本は速やかに憲法を改正してしまい、ＧＨＱによ

る日本改革は無に帰してしまうことになると考えて、自衛戦

争は行い得るようにした。

３．いわゆる芦田修正の趣旨について

西参考人

芦田は、「『前項の目的を達するため』という辞句を挿入する

ことによつて原案では無条件に戦力を保有しないとあつたも

のが一定の条件の下に武力を持たないということになりま

す。日本は無条件に武力を捨てるのではないということは明

白であります。」と述べている。

村田参考人

芦田が修正を施した意図は、結論から言うと何とも言えない。

しかし、再軍備が可能になったことが明らかになれば、憲法

の審議を混乱させるかもしれないというふうに芦田が恐れた

可能性は十分ある。その芦田の意図はともかくとして、極東

委員会もＧＨＱも、それによって日本が将来再軍備できると

考えたが、そのことをやめさせようとする意図はなかった。
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長谷川参考人

極東委員会が、芦田修正により日本の再軍備について懸念を

抱いたのは事実と思うが、日本側は、芦田以外は誰もそんな

ことを考えていなかったし、芦田も後からそのようなことを

言い出した。だから、芦田の内心を根拠にして芦田修正の意

義を議論するのは適切でない。

北岡参考人

芦田が当時どのように考えていたかは不明であるが、その一

連の行為からはやや作為的に見える。ケーディスは反対解釈

の可能性を即座に見て取ったが、国の自衛権は当然の権利で

あると考えたため黙認した。

進藤参考人

芦田修正は、日本独立後の自衛権の行使を想定していた。そ

して、それは、「脱軍事化（ミニマムな自衛力の保持）」に向

けた世界の流れをとらえた先見性を有するものとして評価す

ることができる。

五百旗頭参考人

芦田は、自衛戦争も放棄するような理想論で今後の日本の安

全保障ができるとは絶対に思っていなかった。しかし、世論

の反発を受けてつぶされることを恐れて、自らの意図を明ら

かにしなかったと考えられる。また、芦田は、ＧＨＱが自衛

戦争を否認していると思いこんでいたので、ケーディスに明

確に確認しなかった。

ケーディスは、芦田の意図は、当初のＧＨＱの考えに合致す

るとともに、国連に加盟した際の軍事行動への参加を容易に

することから、即座に了承した。
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４．いわゆる芦田修正と極東委員会の文民条項挿入要求との関係について

西参考人

極東委員会は、芦田修正により、自衛の目的であれば、軍隊

の保持が認められると解釈され得るようになったことに気付

いていた。そこで、内閣総理大臣を含むすべての国務大臣は、

シビリアンでなければならないという条項を入れなければな

らないことを主張した。

村田参考人

極東委員会は、芦田修正後の憲法９条を読めば日本が再軍備

できると解釈した。しかし、そのように解釈したにもかかわ

らず、極東委員会もＧＨＱも、芦田修正を取り除けとは要求

せず、再軍備の可能性があるから、そのかわり文民条項を入

れろと要求した。

北岡参考人
極東委員会は、芦田修正により再軍備の可能性があると考え

たため、文民条項を要求した。

進藤参考人
戦争が終わる１年以上前のアメリカにおいて、戦後の日本の

自衛力の保持を想定した上でシビリアンコントロールをする

という原則が既にできていた。

五百旗頭参考人
極東委員会は、芦田修正により、日本が自衛、国連の安全保

障活動への参加という形での軍事活動が可能であると考えた

からこそ、文民条項の挿入を要求してきた。

５．日米の指導者達の９条に関する本音と建前の使い分けについて

五百旗頭参考人

マッカーサーも芦田、吉田等も、９条に関しては、日本が国

際社会で信任を得るよう外部に対しては徹底した平和主義

を表明する（「顕教」）反面で、自衛は可とする内心の意図を

当初から持っており（「密教」）、「顕教」と「密教」の使い分

けをしてきた。そして、この「密教」面の解釈は戦後社会で

多数派を形成するに至っている。
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Ｃ．その他

１．日本国憲法の制定経緯の検討から何を学ぶか

古関参考人

憲法制定から 50 年以上経った今、国際社会の中で主権国家が

これからどういう生き方をするのかということを検証してい

くことが問われている。そのことは、自分の民族に対する誇

りを失うことなく他民族を尊重するという関係の中でどう生

きていくのかということを学ぶことである。

高橋参考人

憲法の制定史を学ぶということは、憲法の過去を咀嚼して、

そこにあるさまざまな問題点を指摘し、新たな展望を開くと

いうことにある。

進藤参考人

憲法の国際的意義という観点からすると、「三つのＤ」、すな

わち、市民的諸活力の展開を意味する「民主主義化

(Democratization)」、軍事レベルを低くして諸分野での協調

体 制 及 び 相 互 依 存 体 制 を 確 立 す る 「 脱 軍 事 化

(Demilitarization)」及び諸国との共生を図る「脱植民地主

義化(Decolonization)」の流れの中に日本国憲法は位置付け

られている。

天川参考人

個別の条文に係る制定経緯を検討することで、ＧＨＱ案を基

礎としていたとはいえ、この憲法を日本の憲法としようとし

た当時の人々の努力を理解することができる。
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２．地方自治（第８章）の制定経緯について

天川参考人

①　地方自治の章の起源はＧＨＱ案に求めることができる

が、日本もこれに抵抗せず、また、日本の修正要求がほぼ受

け入れられたことにより、明治以来の自治の経験の延長線上

に戦後の地方自治の展開が可能になった。そしてＧＨＱが重

視する首長の直接公選制度は、日本の修正要求にもかかわら

ず維持されることになった。

②　地方自治が憲法に規定されたことによるインパクトとし

ては、首長の直接公選制の採用の影響がもっとも大きかった。

国民は、民主化推進の観点からこの制度を受け入れ、自分た

ちのものとしていったと考えられる。また、首長の公選制を

媒介として、二層制の地方自治制度が固定化することになっ

たと考えられる。

３．日本とドイツとの憲法制定経緯の違い

西参考人
ドイツの場合は４年間の審議期間があり、かつ、西側３カ国

の共同管理下にあった。

青山参考人 ドイツの場合は国家が崩壊していた。

村田参考人

ドイツの場合は戦争が終了した段階で中央政府が崩壊してい

るデベラチオという事態であったが、日本にはポツダム宣言

を受諾した段階で中央政府が存在していた。

五百旗頭参考人

ドイツでは、国家が崩壊し、過去の処断は戦場で終わってい

たので、理論がはっきりしていた。また、日本の憲法制定は、

冷戦前であり、冷戦の厳しい現実を読み込んでいないが、ド

イツの場合は、基本法制定時に冷戦が始まっていたので、「崇

高な理想に身をゆだねる」という寝言のようなことは問題に

ならなかった。
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Ⅱ．その他の論点

１．憲法論議にどう臨むべきか

村田参考人

改憲か護憲かという対立で論じることは問題を硬直化する。

単に誤植を修正する程度の「修憲」、新しい人権規定等を追加

する「追憲」、９条論議のように制定時から対立のある部分を

どうするかという「改憲」、というように、幾つかのレベルに

分けて議論していくべき。

長谷川参考人
国家主権、国家権力の規制原理、基本的人権の保障が達成さ

れているかを調査するべき。

高橋参考人

例えば、９条の本来の意味を再確認し、これからも対応でき

るのかの議論が必要な時期に来たということについては、国

民に異論はないと考える。

北岡参考人

日本国憲法を考える前提として、①憲法と自然法、条約及び

法律との関係、②大日本帝国憲法における解釈改憲、③不戦

条約及び国連憲章と９条との関係を理解する必要がある。特

に、憲法の規定に合わせて法律の規定を整備すること、不戦

条約と自衛権の関係についてアメリカで議論がなされたこ

と、及び９条１項と同様の規定は世界の多くの国が採択して

いるが、２項はあまり例のない特殊な規定であること等は重

要である。

進藤参考人

憲法論議に拘泥するのではなく、国際社会のダイナミズムに

目を向け、その中での新しい国のかたちを構築していくべき

である。そのために、具体的施策を充実させ、実行していく

ことが必要である。
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五百旗頭参考人

自助努力、同盟友好関係、国際システムを組み合わせて、日

本の安全保障を議論していくことが大切である。また、全国

民が議論についてこないことを嘆くのではなく、国民の５％

がしっかりして、代表者として社会を支える責任感を持って

議論することが大事だ。

天川参考人

憲法を論じるに当たっては、まず国のかたちや 21 世紀に向け

ての国のビジョンを国民に提示し、次にそれをどのように法

律において実現するかを考えていくべきである。
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２．憲法の規定と現実との乖離について

西参考人

①私学助成は憲法違反であること、②旧字体や、「思ふ」、「や

うに」という表現を使用していること、③自衛隊は憲法違反、

日米安保条約即時廃棄と主張していた当時の社会党が解釈を

変えたことなど 50 数年前の憲法に合わせるには無理なとこ

ろもある。

青山参考人
国家非常時に備えた規定がないという点において、バランス

を欠いた憲法である。

村田参考人

前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義」が具体的に何を

意味するのか明らかでなく、主権国家でありながら国際社会

の公正と信義に依存していくことは疑問である。

また、天皇の国事行為に「国会議員の総選挙」と規定されて

いるが、参議院には総選挙がなく、誤りである。

長谷川参考人

日米安保条約の下では日本に主権があるのか疑問である。沖

縄の状況を見ると憲法の規定があれほど守られていない地域

はない。

高橋参考人
私学助成についての 89 条は緩和的に解釈されているが、はっ

きり規定するのもいいのではないか。

北岡参考人

諸外国は、日本が９条で禁止されているのに軍隊を持ってい

ることに不信感を抱いていると思う。むしろ軍隊の保有とそ

の活動の方針について憲法で明確に規定すべきである。

プライバシー権等の新しい人権を守るためには、現在の規定

では不十分である。
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進藤参考人

未だ実現されていない憲法の理念、すなわち「憲法の失われ

た諸命題」とは、具体的には、環境基本法の充実、条例の重

視、住民投票の整備、金のかからない政治の実現、男女共同

参画の推進、司法改革等の「民主化」であり、これを推進し

ていくことが必要である。

五百旗頭参考人

９条における「顕教」と「密教」の使い分けが、日本が大国

になった今では、憲法に書いてあることとやっていることが

あまりにも違うという意味合いが強くなってきている。

また、カンボジアＰＫＯ参加後、国際貢献を果たせない９条

は間尺に合わなくなったと国民は考えるようになってきてい

る。

天川参考人

「地方自治の本旨」に課税自主権が含まれると考え得るにも

かかわらず国から地方への権限及び財源の移譲が進んでいな

い実状を考えるに当たっては、当初のＧＨＱ案に規定されて

いた地方公共団体の徴税権が削除された歴史的過程の意味を

検討する必要もあると考える。
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３．９条に関して

（１）戦後のアメリカの対日政策の変化と９条改正論との関係

古関参考人

朝鮮戦争が停戦を迎え、アメリカが極東戦略を全面的に見直

す中、日本は、1953 年にいわゆるＭＳＡ協定に調印し、防衛

力を持つことが義務付けられた。翌年設置された自衛隊と９

条の関係が最大の問題となり、当時の自由党や改進党は憲法

改正の方針を打ち出した。「押しつけ」論というものは、この

ように９条との関係で憲法改正が大きな問題になった後に出

てきたものである。

村田参考人

９条改正の議論が、終戦当時のアメリカのアジア戦略に端を

発しているということについては、にわかに結論付けること

はできない。昨今の９条改正の議論は、湾岸戦争を契機に、

日本も国際社会の中で積極的に平和に貢献すべきであるとの

立場からなされている。

北岡参考人

アメリカは、憲法制定時には日本を軍事力を持たない無害国

としようとしたが、その後、同盟国としようとしたことによっ

て、政策も変化した。

これに対し、我が国は９条を逆に利用し、軍事に投入する資

金はないとしてアメリカの要求を抑え、経済復興に専念した。

五百旗頭参考人

冷戦が始まって９条に関するアメリカの対日政策が変わった

というよりも、憲法制定当初から、アメリカは、「密教」とし

て、自衛のための戦力保持が読めるような配慮をしていた。
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（２）９条の解釈について

　イ．自衛隊の合憲性

西参考人 自衛のためであれば戦力は持ち得る。

村田参考人
芦田修正による、侵略戦争は否定するけれども自衛のための

戦争は否定しないという考えに、自分も賛成である。

長谷川参考人
芦田修正によって自衛のための戦力の保持が可能となったと

は考えない。

北岡参考人

自然法及び国家社会の基本的な常識に照らすと、自衛権は明

白に禁じられていない限り存在し、自衛の主たる手段は軍事

力であるから、自衛隊は合憲であると考える。

進藤参考人
芦田修正の趣旨は自衛戦力を認めるものと認識しているの

で、私は、自衛隊は合憲であると考えている。

五百旗頭参考人

９条は、制定当初から、日米の指導者双方とも、自衛のため

の戦力は認める意図だったのだから（「密教」）、自衛隊は合憲

である。

　ロ．９条と日米安保条約との関係

村田参考人
日米安保条約によって日本が守られるので、９条を改正する

必要がなかった。

長谷川参考人
９条と日米安保条約が矛盾していることは明らかであり、最

高裁も積極的に合憲であるとは断言していない。
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北岡参考人

軍隊を持たない日本を守るためには、米軍の駐留が必要だと

いう論理からすれば、９条と日米安保条約は非常に補完的な

関係にある。日米安保は、日本の安全の条件であった。

進藤参考人
国際関係のリアリズムにかんがみれば、日米安全保障体制を

否定するものではない。

五百旗頭参考人

様々な種類の低強度紛争が冷戦後増えてきており、一国主義

による対応には限界があるので、アジアにおいては、日米同

盟は依然として重要である。

　ハ．集団的自衛権の行使について

北岡参考人

個別的自衛権の行使として外国の領土の爆撃に至ることがあ

る一方で、集団的自衛権により信頼できる国同士が助け合え

ば軍備の抑制につながる面もある。したがって、「９条の要請

する必要最小限の自衛とは個別的自衛権の行使までである」

とする内閣法制局の解釈には、安全保障の常識から逸脱した

論理の飛躍があると思う。

五百旗頭参考人

敵に対して一国で対処するよりも、共同で対処する方が抑制

的であるし、平和的でもある。国際社会の共同の必要を体し

て行動しないと 21 世紀は行き詰まる。
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（３）侵略戦争に対する反省について

古関参考人

日本があれだけの戦争を行った後に連合国の占領を受け入れ

たにもかかわらず、当時の政府の責任者には、明治憲法をど

こまで改正すれば国際社会に受け入れられるかという戦争責

任の意識が希薄であったのではないか。そのことから、私た

ちはどこまで、歴史に対して、歴史の教訓を自分の思考の一

部とするということをしてきているのかということを考えざ

るを得ない。

村田参考人

アジア太平洋戦争の個別の局面において日本がやったことに

侵略性があったということを認めなければ、９条が侵略戦争

と自衛戦争を分け、前者を否定し後者を認めたことの意味合

いがほとんどなくなってしまう。そのことは、現在の自衛隊

の正当性を日本人自身が否定することになりかねない。

北岡参考人

侵略戦争への反省はもっともなことで、少なくとも満州事変

以後の日本の行動は侵略だと思う。しかし、大事なことは、

①あのようなことの起こった原因が言論の自由と総理大臣の

リーダーシップの欠如にあったということをしっかり認識す

ること、②局地的な紛争の多発する現在の世界において、戦

後、発展を遂げた日本が、侵略戦争の反省から、悪いことを

しないということだけにとどまるべきではないということ、

である。
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４．地方自治に関して

進藤参考人

地方分権の推進は、官僚機構改革の中核であると同時に、今

後の新しい国際社会に参入するための課題である。地方分権

の推進に当たっては、憲法改正論議以前に、いかにしてその

中身を充実させるかが重要である。

天川参考人

(１)課税自主権

　地方公共団体の課税自主権を憲法上規定すべきか否かは政

治家の判断の問題であるが、当初のＧＨＱ案には地方公共団

体の徴税権が規定されていた意味を考えることは可能であ

る。

(２)地方主権・地方政府

　一つの事務を複数の主体が担うという日本の地方自治制度

の二重の性格が国の役割と地方の役割を曖昧にさせてきた原

因の一つであることにかんがみれば、地方主権又は地方政府

を位置付けることにより、いっそう分権化は推進していくと

考えられる。もっとも、団体自治及び住民自治の概念が日本

型の地方自治制度に立脚していることにかんがみれば、その

場合、「地方自治の本旨」の内容及び表現を変える必要があ

る。

(３)都道府県制の廃止及び 300 の市への統廃合

　すべての団体を平等にすることが「地方自治の本旨」なの

か、各団体の多様性とどのように両立しうるのか等の問題を

考える必要があるとともに、実際にどのような手続により実

施していくかが問題である。
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５．憲法改正に関して

（１）日本国憲法がこれまで改正されなかった理由について

西参考人
改正を主張すれば軍国主義と目されたりするなど議論しづら

く、これまで議論の場がなかった。

青山参考人
96 条の存在は、改正論議に相当足かせをしている。また、審

議すること自体を非常に躊躇させている原因でもある。

村田参考人

①戦後の日本では憲法改正イコール９条改正というイメージ

が非常に強く、改憲・護憲の原理的な対立になったこと、②

安保条約により日本が守られる以上、９条を改正しなければ

日本の自衛が成り立たないという状況にはなかったこと、③

日本国民は戦争の加害者というよりも軍、戦争の被害者とい

う認識が、国民に反軍主義を根付かせたことが考えられる。

高橋参考人
日本国憲法は法として信頼し得るだけの内容を含んでいた。

また、世界の憲法の内容を先取りしたものがあった。

北岡参考人

憲法改正は政治的コストが高い。日米安保条約の改定や経済

発展、沖縄問題等が優先されたことが憲法改正が遅れる原因

となった。
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（２）憲法改正手続の硬直性について

西参考人
各議院の総議員の３分の２以上の賛成という要件が非常に厳

しく、また、96 条を受けた憲法改正の国民投票法がない。

青山参考人
憲法改正手続が難しすぎる。民意をもう少し反映できるよう

にすべき。もう少し和らげないと時代の変容に対応できない。

高橋参考人

憲法改正手続、特に各議院の総議員の３分の２以上の賛成と

いう要件がかなり厳しいが、日本並みに厳しいドイツではか

なり改正されている。要件が厳しいかどうかの判断は経験則

に基づくものであるから学問的に云々するのは難しい。

（３）解釈改憲について

村田参考人

13 条や 25 条を拡大解釈して新しい人権を盛り込もうとしな

がら、９条に関しては拡大解釈を認めないというのは論理的

整合性に欠ける。

高橋参考人

解釈改憲は、憲法典を日本人の知恵ですり抜けるようなもの

で、今まではそれで事なきを得てきたが、これからの非常時

に対応できるのか疑問である。

五百旗頭参考人

９条については、解釈がなし崩し的に変えられ、はっきりと

何をするのかが読めず、逆に不信感を招くというマイナス効

果を強めている。
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（４）憲法を改正すべきか

西参考人
過去においてはアメリカに作ってもらったが、今は我々で憲

法を書いたといえる日が来ることを切望している。

青山参考人
時代の変化に応じて、ある程度将来のことを予測しながら、

基本的なところは一致させておくことが大切である。

古関参考人

制定過程についての陳述を求められて出席しているわけで、

改正の是非を述べるために出席しているわけではないので、

お答えしかねる。

村田参考人

憲法の前文は、日本の国や国民一人一人の在り方を考えて、

憲法全体の精神を反映するように書き直すべきである。

「国際社会の公正と信義」を信頼するというような、今日の

我々が常識的に考えて明らかにおかしな部分があれば、過ち

を正すに恥ずるところはない。

長谷川参考人

憲法を守ってない人は改正を主張する資格はない。国家主権

が日米安保体制において制限されているに等しい状況下で、

憲法改正を議論するのはおかしい。

高橋参考人

憲法に規定されていることが現実的でないとすれば、望まし

いことではない。事実の方に憲法を合わせるか、あるいは憲

法に事実を合わせるかについては、政治が決めることであり、

議論を深めてほしい。

北岡参考人

憲法は国民のために使いこなすもので、現憲法は 50 年も経

ち、ほころびが出てきていると思う。

軍隊の保有とその活動の方針について憲法で明確に規定すべ

きである。
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進藤参考人

憲法改正の是非について、これを積極的に否定するものでは

ないが、単に制度をいじくることは無意味であり、憲法に掲

げられた理念を実現するための具体的施策を充実させ、実行

していくことが重要である。

五百旗頭参考人

「押しつけ」を理由とする改憲論（「異端としての改憲論」）

は原理主義であり、国民の支持は得られない。現憲法の精神

を評価し受けとめて、国民の基本的必要、生存と利益、繁栄

を基礎付ける憲法に改めていく努力が必要だ（「正統としての

改憲論」）。

また、９条２項は、後段の「戦力の不保持」及び「交戦権の

否認」を削除するか、自衛戦争はその限りでないことを明記

するか、さらに、国際安全保障上の共同行動への参画までも

明記するか、いずれかに改めるべきだ。
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６．現行憲法に規定されていない事項について

（１）緊急事態

青山参考人

この憲法は、平時においてはかなりよく機能し得るが、国家

非常時には何の備えもしておらず、非常にバランスを欠いて

いる。

北岡参考人
有事に対する備えは、憲法に規定されていればよいが、別に

法律でもよいのではないか。

進藤参考人 危機管理に係る憲法改正を論議するよりも、危機の際におけ

る対応のための制度を整備することが必要である。

（２）首相公選制

北岡参考人

首相公選制は当然大幅な憲法改正を必要とするので、スピー

ディーに総理大臣の強力なリーダーシップを実現するのであ

れば、法律で議院内閣制の本来の姿に戻す方がよいと思う。

それでだめだったら、首相公選制を視野に入れるということ

になろう。

（３）新しい人権

北岡参考人
現行憲法は、環境権やプライバシー権のような新しい人権に

は適合していない。

五百旗頭参考人
今の憲法を受けとめた上で、環境の問題、プライバシーの問

題等全般的に検討してほしい。



各参考人ごとの意見陳述及び質疑応答の概要



47

◎西修参考人の意見陳述の概要

１．憲法制定経過は、内閣憲法調査会の憲法制定の経過に関する小委員会報告

書、貴族院での宮沢俊義教授の発言等によれば、「押しつけ」であったと評価

できる。

２．憲法草案に対し共産党・社会党は反対の態度をとっており、現在の態度と

は異なっていた。

３．極東委員会は、憲法施行後１年以上２年以内に再審査がなされるべきとい

う政策決定をしていた。

４．憲法施行後、ＧＨＱによって検閲がなされ、憲法成立に関して連合国が関

与したという事実に関する記述は完全に削られた。

５．総司令部民政局員は、西欧的な民主主義をいかに日本に植え付けるかとい

う使命感を持つ一方で、日本の憲法を自分たちが作成することについての疑

問、自信の欠如などを感じていた。

６．９条の成立過程について、原案であるマッカーサー・ノートには「紛争解

決のための手段としての戦争」と自衛戦争の両方とも放棄しなければならな

い旨が記載されていた。しかし、総司令部案では、ケーディスにより自衛戦

争をも否定することは現実的でないとして削られた。

　　いわゆる芦田修正について、最初から自衛目的の軍隊保持を可能とさせる

意識で修正したかは不明であるが、極東委員会は、その可能性に気付き文民

条項の挿入を要請した。政府は、このような極東委員会の論議を最後まで知

らず、文民条項挿入の要請は軍歴を有する者を排除する趣旨と考えていた。

    文民条項導入の経緯等からして、自衛のためであれば戦力は持ち得るとの

解釈が自然であるのに、政府はあいまいな解釈により、自衛のためであって

も戦力は持ち得ない等としており、文民条項の導入経緯、芦田修正との関係

を踏まえた９条の解釈を行っていくべきである。
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◎西修参考人に対する質疑応答の概要

○保 岡 興 治 委員（自民）

問  パリ不戦条約が自衛権を否定しないことは、加盟国の共通認識であり、吉

田茂、芦田均はそのことを認識していたか。

答  パリ不戦条約の提案者は自衛権は一切否定されないと明確に発言している。

このことはマッカーサー、ケーディスもよく知っていた。芦田均は、９条１項

は自衛戦争を否定していないパリ不戦条約を受けていると述べている。吉田首

相については断言できないが、知っていたという前提に立つべきと考える。

問  自衛戦争ができないと答弁した吉田首相の認識は。

答  内閣法制局は、９条１項で自衛権を否定せず２項で限界があるとの問答集

を用意した。金森徳次郎氏によれば「ぽっと出てしまった」とのことである。

問  憲法９条は自衛権を否定しているかについてのマッカーサーの認識は。

答  マッカーサー・ノートでは自衛戦争も否定していたが、昭和 25 年１月の年

頭所感で自衛ができる旨を発言している。

問  芦田修正についてのケーディスの認識は。

答  芦田が芦田修正は問題ないかと尋ねたが、ケーディスは、問題ないと発言

した。

問  現行憲法は占領政策の影響を受けているか。

答  基本的人権について、西欧的な人権観と、日本的な人権観は違う。西欧は

国家対個人という二極観だが、日本にはその中間に家庭、共同社会等がある。

○愛 知 和 男 委員（自民）

問  昭和 21 年の総選挙は真に国民代表を選ぶ選挙だったのか。

答  ＧＨＱによって、総選挙前に公職追放があり、進歩党等の候補者が追放さ

れた。この選挙が国民の本当の意思を表しているかどうか疑問である。
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問  この選挙で憲法の問題がどの程度争点になったのか。

答  内閣の小委員会報告書によると、選挙公報で草案要綱に触れているものは

わずか 17.4％である。このような結果を見ると憲法が争点になったとは言え

ない。

○枝 野 幸 男 委員（民主）

問  憲法制定に関するＧＨＱの圧力は、新憲法の主権者である国民に対するも

のではなかったのではないか。

答  押しつけられたのは日本政府であり国会である。政府が案を出し国会が承

認するのだから、国民に押しつける必要はなかった。

○石 田 勝 之 委員（明改）

問  現行憲法が国民に受け入れられ、支持されてきたのは、そこに盛り込まれ

た内容が評価されたからだと思うが、いかがか。

答  基本原理は受け入れられてきている。しかし、平和主義の内容、基本的人

権の本質が何であるかについては異論がある。

○安 倍 基 雄 委員（自由）

問  ドイツと我が国との憲法制定過程の比較。

答  審議期間、単独管理か共同管理か、暫定的か否かにおいて日独に差異はあ

る。ドイツも侵略戦争を準備するのは違憲としている。49 年には軍備に関す

る条項は一切なかったが、54 年、56 年に憲法改正をし、軍備条項を入れ、68

年には非常事態条項を入れた。ドイツはこれまで 46 回憲法改正をしている。

問  マッカーサーは、なぜ憲法制定を急いだのか。

答  12 月 26 日にモスクワ外相会談で、２月 26 日の極東委員会の発足が決定さ

れ、憲法制定についてイニシアチブをとられるおそれがあった。ソ連など天皇

制廃止論の国が多く、天皇制の維持からも制定を急いだ。

問  現在まで憲法が改正されなかった理由は。
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答  憲法改正の要件が非常に厳しく、また憲法改正の国民投票法がなかったこ

ともあり、議論の場がなかったためである。

○東 中 光 雄 委員（共産）

問  憲法改正は、ポツダム宣言受諾に伴う降伏文書に基づく義務の履行として

行われたものではないのか。

答  その通りであるが、ポツダム宣言を受諾することは天皇制廃止とは必ずし

も結びつかない。

○深 田     委員（社民）

問  「押しつけ」憲法であることを理由に、改正するべきと考えているのか。

答  成立過程は「押しつけ」である。３原則は今後も守っていくべきと思うが、

いろいろ問題も出てきている。

問  現実を憲法に合わせていったらどうか。

答  最近の世論調査を見ると憲法改正に賛成の方が憲法改正に反対よりも多い。

50 数年前の憲法に合わせることは、無理なところもある。



51

◎青山武憲参考人の意見陳述の概要

１．いわゆる護憲勢力とされている社会党、共産党だが、憲法制定時、両党は

日本国憲法案に反対又は更なる改正が必要との態度であった。

２．憲法制定時の議会、特に貴族院には、外国人の起草した憲法草案にナショ

ナリズム的な反感があった。しかし、当時は、検閲とパージによって言論も

情報も教育も統制されていた。このような状況下で、普通の人は憲法草案を

いいものだと思うのが当然だと思う。

３．「押しつけ」を否定する論者は松本委員会及び松本案を批判するが、憲法改

正限界説が通説である以上、松本委員会が帝国憲法の枠内で憲法改正を考え

るのは当然である。そもそも、ポツダム宣言は、国の基本的なもの、実質的

意味での憲法を変えろと言ってはいるが、明治憲法を変えろと言っているわ

けではない。

    その他「押しつけ」否定論者は昭和 21 年総選挙の状況、極東委員会の憲法

見直し要求に対する政府の対応などを挙げて「押しつけ」でないと主張する

が、いずれもその根拠に疑問がある。

４．一方、極東委員会及びＧＨＱの行為は、ハーグ陸戦法規及びポツダム宣言

に違反しており、マッカーサーの行為も極東委員会の権限を侵し、協定違反

をやっている。そもそも、憲法改正の限界を超えた改正を行っているのであ

るから、日本国憲法制定の行為には違法行為があったといえる。この点、い

わゆる八月革命説では、主権の変更を説明することはできないと考える。
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◎青山武憲参考人に対する質疑応答の概要

○愛 知 和 男 委員（自民）

問  憲法も時代の変化に合わせて変えていくのが当たり前ではないか。

答  そのとおりと思う。ただ、ある程度将来のことを予測しながら、基本的な

ところは一致させておくということが大切だ。

問  改正の難しさが、解釈改憲の方向に導かせているのではないか。

答  96 条の規定は、アメリカが憲法を押しつけたということを非常に象徴的に

表している規定だと思う。また、この条文があることが憲法改正を審議するこ

とを躊躇させている原因でもあると思う。

問  昭和 21 年総選挙の意味及び第 90 回帝国議会の性格をどう位置付けるか。

答  いわゆる公職追放が行われる中での選挙であって、国民の意見が国会に反

映したか疑問である。憲法改正案も議会が自ら作成したわけではない。

○保 岡 興 治 委員（自民）

問  国際法に違反した憲法制定行為がなされたと言うが、それでは現行憲法の

有効性についてどう考えているか。

答  現行憲法の有効性についての審査機関が存在しない以上、無効であるとい

うことはできないことから、有効であると考える。

問  我が国の憲法制定過程を外国ではどのように評価していたか。

答  アメリカの方では、総じて歓迎的であったが、ちょっと奇異なところがあ

るというようなのが大方の新聞報道であったと理解している。

問  憲法制定当時、社会党は、将来の国連軍への参加を視野に入れた論陣を張っ

ていたということの確認を願いたい。

答  憲法制定時には、確かにそういう意見であった。それがだんだんに変化し

ていった。
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○仙 谷 由 人 委員（民主）

問  押しつけた、押しつけられたというが、戦争に負けて、ポツダム宣言を受

諾し、講和条約を締結したのは、強制下ではあったが、ある種の主体的選択

を日本政府がしたということではないか。

答  そのとおりだと思う。日本政府がそうやってしまったということだ。

問  当時の政権党である進歩党及び自由党の憲法草案では天皇主権が明記され

ており、これが松本案に引き継がれ、ＧＨＱの介入を招いたのではないか。

答  当時、国体の護持というのは大きな国民の願いであったし、民主化という

のが憲法まで変えろということであったかどうかは疑問である。

問  民主主義、国民主権、基本的人権及び平和主義という当時の国際的な思想

的潮流に照らせば帝国憲法の解釈運用で通じる状況ではなかったと思う。あ

る時点から「押しつけられた」といってもきりがないと思うが、いかがか。

答  憲法は押しつけられたのだという事実を私は述べているだけで、それをい

いとも悪いとも言っていない。

○太 田 昭 宏 委員（明改）

問  憲法というものを構成する思想とか哲学の論議が大切だ。憲法制定過程に

おいて、ＧＨＱ案の根底には西欧的民主主義があったと思うが、この中に、

我が国独自の思想的・哲学的なものが取り込まれる場があったのか。

答  そういう基本的な思想・哲学を議論する場はなかったと思う。

問  当時の国民感情として、戦争というものに対する嫌悪感というものは潜在

的にあったのではないかと思うが、いかがか。

答  戦争を嫌悪する気持ちは、個々にはたくさんあったと思う。しかし、憲法

を変えなくても平和を望んでいたのは間違いのないことだ。

○安 倍 基 雄 委員（自由）

問  戦後の我が国とドイツの憲法制定の意味の違いはどこにあるのか。

答  ドイツの場合は、国家が崩壊していたというところが日本との大きな違い
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である。

問  日本の場合、独立時に特別な憲法制定議会を設置して憲法改正の審議をす

べきではなかったか。

答  そのように思う。

問  まず、憲法改正手続規定の改正を行うことが必要と考えるが、いかがか。

答  憲法改正手続規定を改めることによって憲法制定議会を召集し、その結論

を国民投票に付するというのが民定憲法にふさわしい。

○佐 々 木 陸 海 委員（共産）

問  ポツダム宣言の受諾によって、我が国は憲法を改正する必要が生じたと考

えるが、参考人はその必要はなかったという立場か。

答  大日本帝国憲法は、改正をしなくとも十分に民主的傾向を有した責任ある

政府をつくる体制になっていたと思う。

問  ９条の解釈については、制定時の解釈が米国政府の意向に沿う形で変更さ

れてきたのではないかと考えているが、いかがか。

答  憲法制定時の状況においては、政治的にはともかく、法理論的には９条は

取り上げられるべき問題ではなかったと考えている。

○深 田     委員（社民）

問  憲法制定時において、戦争放棄については、象徴天皇制と同様に国民の大

多数の支持を得ていたのではないか。

答  必ずしもそのようには思っていない。
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◎古関彰一参考人の意見陳述の概要

１．憲法「押しつけ」論の起源は、1954 年７月の自由党憲法調査会における松

本烝治証言にある。1952 年の講和条約及び日米安保条約の調印、さらに翌年

のＭＳＡ協定の調印以後、自衛隊と憲法９条との関係が最大の問題となり、

自由・改進両党は、憲法改正に踏み込むことになった。そういう流れの中で

54 年３月に自由党に憲法調査会が設置され、７月に松本烝治がＧＨＱとの交

渉経過を証言することとなった。

２．「押しつけ」とされる最大の場面の一つは、1946 年２月 13 日のＧＨＱ案手

交に際して、ＧＨＱ側は押しつける意図はない旨と、天皇制擁護のためであ

る旨を述べたと記録しているのに対して、松本はＧＨＱ案を受け入れなけれ

ば天皇の身体を保障できないと言われたと証言している部分である。二つめ

は、３月４日に日本案を提示した際の、松本とケーディスとの議論の場面で

ある。

    しかし、これらは松本の個人的な体験である。憲法とは国家意思として形

成されるものである以上、制定時の屈辱的体験や感情論だけで議論されるき

問題ではない。

３．1945 年８月 11 日頃に日本は天皇大権に関する問い合わせをしているが、そ

れに対して回答（通称バーンズ回答）がなされ、天皇及び日本政府はマッカー

サーに従属する旨述べられている。

４．ＧＨＱは占領政策決定の権限を持つ極東委員会の設置以前に憲法を作成し

ようとした。マッカーサーは、天皇が率先して憲法改正のイニシアチブを取っ

た旨連合国側に説明する等、天皇制維持に尽力した。

５．ＧＨＱ案は帝国議会等においてかなりの程度修正されている（カーストま

たは出身国、外国人の人権、土地国有化の削除、一院制を二院制に変更する

等）。

６．極東委員会が 1946 年 10 月に決定した憲法再検討の機会をマッカーサーは

積極的には日本政府に伝えなかった。

    吉田首相は憲法改正の意思を持っていない旨答弁しているので「押しつけ」

の立場をとっていないといえる。

７．占領状態は対等な立場とはいえないが、国家意思の決定の手続を経たのは

確かである。当時の日本人は戦争に対する責任や国際社会との関係を理解し

ていなかった。
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◎古関彰一参考人に対する質疑応答の概要

○中 川 昭 一 委員（自民）

問  ポツダム宣言の解釈に関するバーンズ回答は日本降伏前に出されたもの

で、憲法制定の論議と直接的には関係ないのではないか。

答  連合国最高司令官と日本政府の法的権利義務関係を明確にする上で重要で

ある。

問  ＧＨＱ案にあったカーストという言葉は、日本にカースト制度が存在しな

いために削除されたのではないか。土地国有化の条文は、共産主義化を防ぐ

ため、当然削除されるべきものだったのではないか。外国人の人権保障につ

いて憲法に規定していた国はなかったのではないか。一院制は、日本側との

折衝における取引材料とするために盛り込まれたのではないか。これらを「押

しつけ」とは単純に断定できない事例とする意味があるのか。

答  一院制は、確かにケーディスが取引材料だったと言っている。土地所有に

関して、所有権の制限すなわち社会主義とはいえず、社会権の導入はワイマー

ル憲法の時代から始まっている。ＳＷＮＣＣ－228 には国民権から人権への流

れが反映されているが、日本政府の修正はそれに逆らったものと解される。

問  大日本帝国憲法と現行憲法との連続性についての見解を伺いたい。

答  「モザイク模様」のように、両憲法間で引き継がれたものもあるし、まっ

たく変わったものもある。内容も、アメリカ的なものやヨーロッパ的なものな

ど混在している。ただ、手続的には旧憲法 73 条によっていて、連続性を非常

に重んじたものといえる。

問  内容さえよければ「押しつけ」の憲法でも構わないという意見には賛成で

きない。占領下の日本はまともな憲法を持てる国家とはいえず、現行憲法は

独立国の憲法とはいえないと思うが、いかがか。

答  内容さえよければいいとは私も思ってはいない。占領下であるから、まと

もな国家でないのは当然であるが、重要なことは占領という形態を日本はポツ

ダム宣言受諾により明確に受け入れたということである。自分たちの責任であ

る。
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○石 毛 鍈 子 委員（民主）

問  松本案における人権保護に関する問題点を指摘していただきたい。

答  松本案では表現の自由に法律の留保規定を置くなど、法律の留保のある人

権規定となっている。アメリカ的な人権観では、人権は国家以前のものであり、

法律で留保するのはおかしいと考えられる。

問  ＧＨＱは一般に解されているよりも広い範囲にわたって日本の世論動向等

を理解していたのではないか。

答  ＧＨＱは占領政策として検閲をしながら、同時にそれを世論調査に使って

いる。非常によく日本人の動向を見ている。また、ＧＨＱ案を当時の日本のオ

ピニオンリーダーたちに事前に見せている。

問  ＧＨＱ内には、女性の人権についての条文を制定する動きもあったという

ことだが、実現しなかった経緯について教えていただきたい。

答  ＧＨＱ内でシロタ女史が女性の人権について詳細に規定した素案を作った

が、年配の男性たちに削られた。

○倉 田 栄 喜 委員（明改）

問  憲法制定後半世紀が経過した現在、我々は憲法制定過程から何を学ぶべき

だと思うか。また、現行憲法が次第に我が国に定着してきたことの意味をど

う見るか。

答  国際社会の中で主権国家がこれからどういう生き方をするのかということ

を検証していくことが必要だと思う。また、現憲法の定着を見ると、戦後とい

うものは日本国憲法を学ぶ過程であったということが言えると思う。

問  参考人の論文「憲法制定過程へのこだわり」中にある「日本の政治文化、

法文化の底に流れる天皇制の強さと深さ」について説明してほしい。戦争放

棄条項は天皇の戦争責任免罪と沖縄要塞化が狙いと主張しているが、どのよ

うな検証の結論なのか。

答  戦争放棄条項はマッカーサーが現実的な政治判断を含めて考え出したもの

と思っている。また、象徴天皇制という選択が極めて重い意味を持ったもので

あったと認識する。
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○中 村 鋭 一 委員（自由）

問  参考人は国民、人民そして市民という言葉を使っているが、国家観、国民

観について意見を聞きたい。

答  法務省の憲法英訳では、日本国民はジャパニーズピープルである。ピープ

ルと国民が持つ意味は、制定過程と非常に関連があるが、時間がかかるので、

本日は述べられない。

○佐 々 木 陸 海 委員（共産）

問  占領下での憲法制定は正常な状況になく、したがって日本国憲法は国際法

において無効であるという主張に対する参考人自身の見解を伺いたい。

答  国際法違反という点に対しては、マッカーサーはハーグ陸戦法規を知って

いたからこそ大日本帝国憲法を無効とせず、間接統治形態で被占領者に改正を

させたと思う。

問  日本国憲法は世界史的な流れの中で、世界の発展をきちんと受けとめる内

容を基本として成立したのではないか。

答  大枠ではそう思うが、断定はできない。

問  改憲論は講和条約発効やＭＳＡ協定と歩調を合わせて出てきたように見え

る。９条改正論はアメリカに起源があるのではないか。

答  陸軍省が日本の再軍備について具体的な政策決定をしたが、マッカーサー

はこれに断固反対し続けた。これらを決定的に変えたのは朝鮮戦争である。そ

ういう意味ではアメリカの政策決定が決定的であった。再軍備についても、ア

メリカの要求に対し、日本政府側も熱心であり、一方的ではなかった。

○伊 藤    茂 委員（社民）

問  憲法問題はイデオロギー論争に陥ることなく、将来のビジョンを描いた上

で議論すべきという主張に対する見解を伺いたい。

答  憲法は一定程度のイデオロギーを抜きにしては論じ得ないものであるとは

思うが、イデオロギーが違うから合意ができにくくなるということもあると

思う。歴史的事実を積み重ねたときに共通の歴史的教訓を引き継ぐことはで
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きると思う。

問  ９条については様々な議論があり、解釈だけではなく現実の外交等も視野

に入れねばならないが、第一に必要なのはピースメーキングではないか。

答  国会の場でも、研究者の間でも、軍事力、自衛力、警察力といった線引き

の問題があまりなされていない。世界において大国間の大規模な戦争より民族

紛争などが重要な問題となっている現在、警察力と軍事力の関係についての議

論等が重要と思う。



60

◎村田晃嗣参考人の意見陳述の概要

１．ハーグ陸戦法規は占領に関する一般的な規定であり、ポツダム宣言という

個別法は一般法に優先するので、ポツダム宣言の履行として行われた日本国

憲法の制定はハーグ陸戦法規に違反するものではない。また、政治的に言っ

ても、日本国憲法が無効だとすると戦後の日本の民主主義がすべて否定され

ることになり、生産的な議論ではない。

２．日本国憲法の精神は、ＧＨＱによって突然押しつけられたものではなく、

大正デモクラシーにその萌芽が見られる。

３．マッカーサーが日本に自衛戦争も放棄させようとした意図としては、①平

和主義の徹底を国際社会にアピールすることによって占領を速やかに終わら

せ、天皇制を守ろうとしたこと、②日本に再軍備を促さなくてもアメリカの

核によって日本を守れると考えていたことが考えられる。

４．アジア太平洋戦争に侵略性があったことを認め、侵略戦争の定義を明確に

して、憲法９条が禁止する戦争と許容する戦争の区別を明らかにすべきであ

る。

５．極東委員会は、芦田修正により憲法９条は日本の再軍備を許容することと

なったと解釈したが、芦田修正に反対はせず、その代わりにシビリアン条項

を入れることを日本に要求した。

６．「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持

しようと決意した」という、前文が想定している国際認識は間違っているの

で、改めるべきである。
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◎村田晃嗣参考人に対する質疑応答の概要

○杉 浦 正 健 委員（自民）

問  憲法論議に際してどのような態度で臨むべきと考えるか。

答  改憲か護憲かという二項対立で論じることが憲法の問題を非常に硬直した

ものにしている。「修憲」、「追憲」、「改憲」の三つのレベルに分けて議論して

いくべきである。その際、アジア太平洋戦争が愚かな戦争であったとの歴史認

識を持つべきである。また、13 条や 25 条を拡大解釈して新しい人権を盛り込

もうとしながら、９条に関しては拡大解釈を認めない立場は論理的整合性に欠

ける。

問  和の精神、家族共同体といった日本の伝統、文化、歴史というものをもっ

と重く見るべきではないか。

答  日本国憲法の基本原理のように国民に幅広く受容され定着している概念に

ついては積極的に評価すべきであり、それが西洋産か東洋産であるかというこ

とは重要ではない。

問  権利の裏にある責任、自然との共生や民族間の共生などの調和の概念と

いった新しい理念を追加していくべきではないか。

答  前文を憲法全体の精神を反映するように書き直す必要があるという点では

賛成である。

○藤 村    修 委員（民主）

問  「押しつけ」憲法論についてはどう考えるべきか。

答  完全に自発的ではないから憲法が無効であるというような議論は法律的に

も政治的にもとるべきではない。

問  芦田修正の際、修正によって自衛のための戦力を持てるようになると芦田

は考えていたのか。

答  状況証拠からはどちらとも言えない。しかし、芦田自身は、その考えが外

に漏れるのを恐れて、あえて黙っていたのではないか。
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問  ＧＨＱが憲法の制定を急いだ理由は何か。

答  極東委員会が介入してくる前に制定を完了させようと考えたからである。

○福 島    豊 委員（明改）

問  憲法制定において国民的な合意があったのか。

答  100％の合意があったとはいえないが、国民主権、国際平和を希求する精神

という基本理念は、国民の間で相当広範なコンセンサスが存在し、戦後も共有

されてきたと考える。

問  天皇制をいかに維持するのかということが最大の課題であり、現行憲法は

多分に建前的なものでなかったのか。

答  天皇制を守るということが当時の日本政府にとって最重要な課題であり、

とりあえずＧＨＱの案を受け入れて占領状態を早期に終結し、国際社会に復帰

後、自分たちで憲法を改正するというのが当時の指導者の考え方であった。

問  占領状態が終結後、憲法の修正がなされなかった理由は何か。

答  戦後の日本では憲法改正イコール９条改正というイメージが非常に強くつ

きまとい、改憲・護憲の原理的な対立になってしまった。

問  アジア太平洋戦争を含む日本の歴史に対しての日本人の認識は、二分され

ており、また、過去に対するおそれが憲法を論ずるに際してのブレーキとなっ

ているのではないか。

答  国民の多くは、自分も中国、韓国その他の国の国民と同じく軍部の被害者

であったと考えており、そのような認識が戦後日本に非常に根強い反軍主義を

根付かせ、それが戦後の平和主義を支えてきた反面で、アジア諸国との和解を

困難にしてきた。

○中 村 鋭 一 委員（自由）

問  参考人が憲法前文について不具合があると感じている点は何か。

答  翻訳調である。また、「平和を愛する諸国民の公正と信義」のようなものに

一国の平和と安全を託するという考えは大いに疑問である。



63

問  憲法論議に際し、どのような国家観が必要と考えるか。

答  国際社会との結び付きを重視し、市民社会の発展を育成するような国家観

を打ち立てていくことが非常に大事である。

○佐々木 陸 海 委員（共産）

問  マッカーサーが日本に対して、当初、一切の戦力の保持を認めなかったこ

とは、当時のアメリカの対日政策と矛盾しないのか。

答  ワシントンの意向は、日本やドイツのような敗戦国についても再軍備を求

めるところにあったので、ワシントンの意向とマッカーサーの戦略論には乖離

があった。

問  ９条の改正論議は、戦後のアメリカのアジア戦略の転換に端を発している

と考えるが、いかがか。

答  そのように、にわかに論断することは難しい。しかし、昨今の９条論議は、

湾岸戦争を契機に、日本も積極的に国際平和に貢献すべきであるという世論に

起因していると思う。

○伊 藤    茂 委員（社民）

問  憲法を論議する際に、いかなる座標軸で議論すべきか。

答  一国において国家主権がどの程度重要視されるかは、先進国と途上国とで

は異なるという視点、また、平和が自己目的化し、平和を通じて何を実現する

かということの議論が今まで欠けてきたという認識が重要ではないか。

問  １条に、国民主権を明確に規定するべきと考えるが、いかがか。

答  象徴天皇制をどうするかということとは別に、国民主権ということを明確

に、もっと積極的に打ち出すべきではないかと思う。
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◎長谷川正安参考人の意見陳述の概要

１．憲法を見る基準として、①国家主権、②国家権力の規制原理（権力の分立、

議会主義など）、③個人の自由と権利の保障の三つが達成されているかが重要

である。戦前の日本が、明治憲法に基づく法体系と皇室典範、統帥権の独立

等に基づく法体系との二元的体系となっていたことは、三つの基準に照らし、

問題である。

２．現在の日本は、憲法に基づく法体系とこれに矛盾する日米安保条約に基づ

く法体系との二元的体系となっている。この状況は占領下においてポツダム

勅令・政令といった体系と日本国憲法に基づく体系とが並存していた状況と

似ている。

３．憲法が制定されて 50 年経ち、憲法典にどう書かれているかという問題より

も先に、憲法典に書かれていることが守られ、実現されているのかを調査す

べきであり、その上で、現実を直すべきなのか、あるいは条文の方を直すべ

きなのかを考えるべきである。

４．国家主権が日米安保体制下において制限されているに等しく、また、大企

業においては人権が守られていないなど憲法の規定が守られていない状況下

で憲法改正を議論するのはおかしい。
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◎長谷川正安参考人に対する質疑応答の概要

○石 破    茂 委員（自民）

問  日本国憲法は押しつけられたものと考えるか。また、占領下という状況で

制定された憲法の無効論についてはどうか。

答  憲法が無効だとは考えない。「押しつけ」というのは、誰と誰との関係でな

されたかということを確定した上でなければ、議論する意味がない。

問  占領終了後の国民の態度によって憲法制定の瑕疵が治癒し、いわば法定追

認が行われたという見解についてどう考えるか。

答  八月革命説等では説明がつかず、手続的にはおかしい点があったが、それ

によって無効とは考えない。外国でも、憲法が制定されるのは戦争、革命など

の非常時の後の場合が多いが、その際の手続の瑕疵を問題にはしない。できあ

がったものが国民の役に立つかが問題だ。

問  日米安保条約の廃止・在日米軍の完全撤退がなされなければ、我が国は完

全に主権を回復したとは言えないのか。また日米安保体制は我が国の存立・

平和の維持にとって不可欠なものではないのか。

答  憲法改正を論ずるには、主権の回復のため米軍を減らすことが一つの条件

である。「押しつけ」論を主張する人が、今のアメリカの経済、軍事面での「押

しつけ」を問題にしないのはおかしい。今、憲法を守っていない人は、改正し

ても守らないだろう。そのような人が憲法改正を論じる資格はない。

○中 野 寛 成 委員（民主）

問  参考人は、我が国は主権を完全に回復していないと言うが、主権の回復を

有権的に解釈するのは誰か。

答  国民投票で直接に国民の意見を聞くことが考えられるが、国会で議論する

ことでもよい。

問  我が国がアメリカに今なお主権を制限されているという見解は、法律的に

は成り立たないのではないか。
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答  安保条約が合憲であるとは最高裁も断言はしていない。沖縄に行けば、主

権が制限されていることは一目瞭然だ。

問  憲法規範が守られているか否かの判断を行うのは誰か。

答  国民投票や国会の議論で行えばよいが、その際、国家主権、国家権力の規

制手段、国民の自由の保障という三つの観点から議論してほしい。

問  憲法問題について、ドイツ型の憲法裁判所のような有権的解釈を行う機関

を設けるべきではないか。

答  現在でも最高裁には違憲審査権があるのだから、改正しなくても対応でき

る。

○平 田 米 男 委員（明改）

問  極東委員会が、芦田修正により日本の再軍備が可能となると考えたという

のは成り立ち得る見解か。

答  極東委員会が芦田修正により日本の再軍備について懸念を抱いたのは事実

と思うが、日本側は、芦田以外は誰もそんなことは考えていなかったし、芦田

も後からそのようなことを言い出した。したがって、芦田の内心を根拠にして

芦田修正の意義を議論するのは適切でない。

問  日米安保条約を破棄したのち、日本は再軍備すべきと考えるか。

答  再軍備はするべきでない。

○二 見 伸 明 委員（自由）

問  安全保障に関し、血を流すことは何もしないという消極的平和主義を堅持

するのか。

答  日米安保体制下の日本では、平和外交の議論をする前提が欠けている。

問  前文に三大原則の一つである基本的人権の記述が見られないのは不備であ

ると思うが、いかがか。

答  基本的人権という概念は各国共通のものではない。イギリスではこれに批

判的な説が多い。日本国憲法の前文にこの語がないのも、当時の立案者がそれ
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を意識したのかもしれない。

○東 中 光 雄 委員（共産）

問  「押しつけ」憲法論などいわゆる改憲派の主張を参考人はいかに考えるの

か。

答  「押しつけ」だから無効だという議論は学界ではもはや見られず、自民党

等の一部の人が主張しているだけだ。現行憲法に代わる新しい憲法の提唱は、

学界では未だなされていない。

問  沖縄の現状を憲法の観点からどう評価するか。

答  憲法の規定があれほど守られていない地域はない。

○保 坂 展 人 委員（社民）

問  我が国の基本的人権擁護の現状についてどう思うか。

答  労働者の状況を見れば、憲法の人権規定が守られているとは思わない。

問  1955 年の保守合同の際の改憲論議と現在の改憲論議を比較して、参考人は

いかなる感想を持つか。

答  昔は、改憲といえば、天皇の元首化、再軍備、人権の制限の三本柱であっ

た。現在、自民党においては、中曽根氏のように正面から憲法改正を主張する

流れと、宮澤氏のように最高裁が違憲と判断しない限り柔軟な解釈で対応でき

るのではないかという流れがあり、後者が護憲派とされているのはおかしい。

問  参考人は、憲法制定の主体が誰であるかについていかなる立場に立つのか。

答  誰が作ったかを問題にしても意味がない。憲法制定をめぐっては、①アメ

リカの民主主義的な占領政策の産物、②アメリカの帝国主義的な占領政策の産

物、③反ファシズム統一戦線を作った国々の影響力によるもの、④国内の革新

勢力の手によるもの、⑤国内の保守勢力の手によるものという五つの考え方が

ある。基本的に権力を握った人が作ったが、権力を握っていない者も国民運動

を背景に修正できることから、複合的なものにならざるを得ず、単純には言え

ない。
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◎高橋正俊参考人の意見陳述の概要

１．ポツダム宣言はもともと条件付き休戦条約であったが、実施の段階におい

て無条件降伏として運用され、連合国による国家改造プログラムが発動し、

その過程において大日本帝国憲法が改正された。

２．日本国憲法制定史を法理的視角から考えることにする（各説の詳細につい

ては「各論点ごとの参考人の主な発言」21 ページを参照）。

    まず、「憲法改正無限界説」は採用しがたいから、「改正説」はとれない。

    次に、「無効説」及び「失効説」は、前憲法との法的連続性が憲法の効力の

淵源であるとの前提に立つが、改正憲法としての有効性ではなく、新憲法と

しての有効性を検討する余地があるか吟味しなければならない。

    そして、八月革命説は、日本国憲法の有効性を基礎付けるものであるが、

①ポツダム宣言が国民主権を成立させたとは考えられない、②占領管理下の

状況で国民主権が成立したとは考えられない、③国民主権が成立したという

のであれば、貴族院・枢密院という非民主主義的機関が参与した改正手続を

説明できない、という難点がある。

    そこで、以下のように考えるべきである。まず、占領期における大日本帝

国憲法及び日本国憲法は、ポツダム宣言からＧＨＱの命令に至る法体系中の

管理法令であり、講和条約締結後の日本国憲法は、占領中の管理法令たる日

本国憲法とは法的に断絶したものである。

    そして、講和条約締結により、日本国は、管理法令たる日本国憲法をいか

に扱うか決定する時期を迎えたが、これについて、日本政府も日本国民も特

段の動きをしなかった。

    このように、前法との間に法的な断絶が生じた場合、後法の効力はどのよ

うに認められるかという点が問題になるが、法の効力とは制定手続・内容な

どから与えられる法の属性ではなく、それを支える「意思と諸力」というそ

の環境から生じるものと解される。そして、現憲法は管理法令時代にできた

ものであるから、「押しつけ」その他の議論がなされる理由に乏しく、占領終

了後においても、国民の間には現憲法を支える「意思と諸力」という環境が

存在したといってよい。
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◎高橋正俊参考人に対する質疑応答の概要

○穂 積 良 行 委員（自民）

問  現行憲法には成文法としてあいまいな部分や、現状と適合しないものもあ

る。これらを現状に合わせて変えていく必要があると思うが、いかがか。

答  憲法の効力があるというには、その根拠についての法的確信があることが

必要である。この点で、解釈改憲は憲法の効力を削ぐことになる。規範と現実

に乖離が生じた場合、規範を現実に合わせるか、それとも現実を規範に合わせ

るかは政治が議論を尽くして決めることと思う。

問  国民の権利及び義務に関する現時点の問題についての国民のコンセンサス

を憲法にどう取り込むか。

答  価値観が多様化する現代では、間主観的意思（共同体におけるコンセンサ

スのようなもの）を形成することは困難であるが、国民の議論により一つの意

見を醸成していく必要がある。

問  共生社会を目指していく上で、人権の制限の基準を明確にするべきとの考

えに対する所見を伺いたい。

答  自由には公共の福祉による制限があるが、その基準について、学界では四

分五裂の状態である。一般的には表現の自由等の精神的自由については強い保

障が要求され、経済的自由については法律の裁量が認められるとされている。

○土 肥  一 委員（民主）

問  憲法改正に各議院の総議員の３分の２以上の賛成と国民投票が必要とされ

ていることに関してどう思うか。

答  かなり厳しいと思う。特にきついのは各議院の総議員の３分の２以上の賛

成という要件が課せられている点であるが、この要件が厳しいかどうかの判断

は経験則に基づくものであるから、学問的に云々するのは難しい。

問  「第１章 天皇」について瑕疵はないと思うか。

答  天皇の権限の部分に少し問題がある。ＧＨＱ案の作成段階で、作業グルー
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プと運営委員会との関係が疎遠だったため、グループ間の調整が十分にできず

接続の悪い点が残っている。解散権の所在がその例である。

問  89 条についての意見を聞きたい。

答  私学助成は、その由来から考えると、ある程度緩やかに解釈し得るが、はっ

きり規定するのもいいのではないか。

○石 田 勝 之 委員（明改）

問  占領解除後も現行憲法が存続しているという事実は国民の意思によるもの

ではなく、ＧＨＱの国家改造プログラムの成功を意味するのではないか。

答  占領中の日本国憲法については、そのとおりである。講和条約締結後は、

日本人がこの憲法をどうするかが問われたのである。ちなみに、ナチスが作っ

たオーストリア憲法は、占領解除後即座に失効宣言がなされ、破棄された。

問  ある新聞の世論調査によると、国民の 53％が憲法改正に賛同しているとい

うが、これに対する意見を伺いたい。

答  例えば、９条の本来の意味を再確認し、これからも対応できるのかの議論

が必要な時期に来たということについては、国民に異論はないと考える。

問  ９条は天皇制存続を望む日本政府とＧＨＱとの交換条件であり、その理由

付けとして前文が作成されたのではないかと考えるが、いかがか。

答  交換条件とか、取引というものではなく、日本にとっての最大関心事と連

合国にとっての最大関心事が並立的に書かれてあるものと理解する。

問  占領期間中は大日本帝国憲法もＧＨＱ等の管理法令に下位法として組み込

まれていたとすると、その期間は本来の意味の憲法は存在せず、独立時まで

無憲法状態であったと解するのか。

答  憲法には実質的意味の憲法と形式的意味の憲法がある。憲法典がなくても

一定のルールがあると考えられている。

○二 見 伸 明 委員（自由）

問  現行憲法は日本がアメリカの脅威とならないように制定されたのではない

か。
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答  本来、憲法は自国民の意思があふれているものでなければならないところ、

当時の日本政府は新憲法の草案にふさわしい案を出すことができなかった。

問  恒久的平和主義と現実には隔たりがあり、その隔たりを埋めるには憲法改

正が必要だと思うが、いかがか。

答  基本的には政治的な問題であるが、９条は平和を求める理由をきちんと書

いており、目的をもった平和主義である。新たな解釈が出てくるか疑問である。

問  ９条１項は重要な条文であるが、そのために自衛隊を日陰者扱いするので

はなく、国際平和活動に参加させるなど積極的平和主義をとるべきであろう

と思うが、いかがか。

答  同項は国際平和に積極的に参加することも許容しているといえる。ただ、

方法・手段が制約されていると考えられる。これを変更するには、間主観的意

思を形成する必要性があり、これは政治の役割であると思う。

○佐 々 木 陸 海 君（共産）

問  憲法の内容の正当性も憲法の有効性を支える重要な要素ではないか。日本

国憲法にはそれがあったと解するが、いかがか。

答  日本国憲法は、法として備えるべき内容を持っていたことが、その妥当性

を支えたものと考えられる。また世界の憲法の内容を先取りしたものがあった。

問  ポツダム宣言は憲法改正を要求していたか。

答  美濃部、宮沢といった代表的学者は「大日本帝国憲法の運用で十分ポツダ

ム宣言の趣旨は生かせる」と考えていた。しかし、ＧＨＱは大日本帝国憲法の

改正は必然と解していた。ＧＨＱによれば基本的人権についての法律の留保は

許されないものであったが、日本側はそこまで考えておらず、行き違いがあっ

た。

問  憲法制定当時の政府は「押しつけ」と感じたが、国民は「押しつけ」とは

感じなかったため現行憲法が定着したのではないか。

答  国民がどう感じていたかは知らない。「憲法よりも飯だ」というのが実情で

はなかったか。
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○保 坂 展 人 委員（社民）

問  現行憲法は国内外の勢力によって動揺させられることはなかったという

が、現状をどのように認識しているか。

答  国際情勢が非常に緊迫する場合には、それが憲法全体ではなくとも一部に

ついて、例えば９条について動揺が起こることはあり得る。

問  公共の福祉と人権の制限との関係についての見解を伺いたい。

答  学界でも意見が分かれている。公共の福祉については、それを類型・限定

化しながら比較考量するしかないと思う。現在のように多様な価値観の存在す

る社会においては、一律制約ではなく、きめ細かな議論が必要になろう。
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◎北岡伸一参考人の意見陳述の概要

１．「押しつけ」憲法であるという理由だけでは改憲するべきでない。憲法の中

身のよい悪いや、その憲法が定着しているという事実は「押しつけ」かどうか

とは関係ない。制定過程には問題があったと解する。

２．ハードピース（＝「峻厳なる平和」）の諸相を呈していた占領軍の対日政策

は、ポツダム宣言以上に厳しいものであった。

３．マッカーサーは、占領政策を効率的に進めるために天皇を利用した。

４．マッカーサーは、極東委員会が占領政策の実権を握る前に憲法を制定しよ

うとしたが、ハーグ陸戦法規やポツダム宣言違反となることから、ＧＨＱの圧

力を表面化させたくなかったため、日本政府が自発的に憲法を制定したように

見せた。その一例として、幣原が軍備放棄条項を発案したとマッカーサーが述

べているが、それは虚偽である。また、直後の衆議院総選挙の選挙期間が異様

に長かったのも、日本人が自発的に憲法を制定したとアピールするためである。

５．当時の政治経済状況にかんがみれば、憲法を受け入れることで天皇制護持

や経済援助を得たという点から、日本国憲法の制定経緯は条約的であったと解

する。相手が強かったため、日本政府は利害交渉の後、押されたところで妥協

した。しかし、国会の批准段階では、これで国益が守られると議会を説得した。

６．芦田修正に関しては、芦田が当時どのように考えていたかは不明であるが、

その一連の行為からはやや作為的に見える。ケーディスは反対解釈の可能性を

即座に見て取ったが、国の自衛権は当然の権利であると考えたため黙認した。

ただ、他の連合国は当修正を危険と考えたため文民条項を要求した。

７．憲法制定にはかなり強烈な「押しつけ」があった。しかし、日本側はそれ

に応じて、何とか日本を救うために、ある程度積極的に受け入れていった。

８．日本国憲法を考える前提として、①憲法と自然法、条約及び法律の関係、

②大日本帝国憲法における解釈改憲、③不戦条約及び国連憲章と憲法９条の関

係、を理解する必要がある。特に、憲法だけでなく法律の整備の重要性や、不

戦条約に関してアメリカで議論がなされたこと、憲法９条１項同様の条文は世

界の多くの国に存在するが、２項は特殊であること等は重要である。
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◎北岡伸一参考人に対する質疑応答の概要

○  田   元 委員（自民）

問　現行憲法をどのように評価しているか。

答　敗戦を乗り越え、国際社会に復帰するために重要な役割を果たした。象徴

天皇制もよい制度である。ただ、日本が世界の発展を推進していく立場からは

９条等の制約も目立ち、プライバシー権のような新しい人権には適合していな

い。また、憲法を自ら作るのはデモクラシーの第一歩であり、使いこなさねば

ならない。50 年経ち、いろいろほころびも出てきている。

問　現行憲法制定後、極東委員会及びＧＨＱが認めた憲法の再検討が進展しな

かった理由は何か。

答　極東委員会と異なり、マッカーサーは、日本が再軍備せずとも、米軍の核

によって、ソ連の侵攻から守れると考えたため、積極的には見直しを示唆しな

かった。また、当時は日本政府も軍備よりも経済復興に力を入れていた。

問　９条の下でも、我が国は集団的自衛権を有すると考えられるのか。また、

有するとして、その行使はできるのか。

答　内閣法制局の見解では、我が国には集団的自衛権の権利はあるが、行使で

きないとなっていて、おかしい。集団的自衛権の方が個別的自衛権よりも危険

だという考え方も不合理である。

問　緊急事態に関する規定を憲法に盛り込む必要があるのではないか。

答　緊急事態に関する規定は必要だが、憲法でなくとも法律で定めればよい。

○島     聡 委員（民主）

問　我が国の精神的外交において憲法は大きな政治的価値を有しているが、９

条の論議により、その価値を減殺してしまうのではないか。

答　諸外国は、日本が憲法を改正するということよりも、９条で禁止されてい

るのに軍隊を持っていることに不信感を抱いていると思う。軍隊の保有とその

活動の方針を憲法で明確に規定すべきである。
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問　憲法解釈の権限はどの機関にあるのか。また、度重なる解釈の変更は憲法

の権威を損なうのではないか。

答　我が国には憲法裁判所がなく、最終的判断は最高裁にあると思う。ただ、

司法では、具体的事件についてのみ判断がなされることや、統治行為論による

判断回避等の制約がある。また、選挙による審判によって政治自身が責任を負

うべき部分も多い。

問　議院内閣制及び首相公選制についてどう思うか。

答　憲法を改正して首相公選制を導入するよりは、手続上簡便な法律の改正に

より、首相のリーダーシップを強化して議院内閣制の本来の姿に近づけるほう

がよい。

○倉 田 栄 喜 委員（明改）

問　天皇主権の大日本帝国憲法から国民主権の日本国憲法への主権の移動に関

しての政治過程で、どのような議論がなされたのか。

答　主権がどこにあるかは決定的に重要なことではない。主権の移動は憲法の

改正に限界があるかどうかの議論となると思うが、私は政治学的に見て明らか

に国体は変わったと思う。

問　我が国は立憲君主制なのか共和制なのか、議論の整理が必要ではないか。

また、象徴天皇制と大統領制が両立できると解するのか。

答　主権論議は実際のところ政治に大きな影響を与えない。我が国では、主権

は国民にあり、その上で象徴天皇制という伝統に合致した制度をとっていて、

当面大過はないと思う。大統領にも儀礼的な大統領や実権を持った大統領など

があり、日本の制度は合理的と解する。

○安 倍 基 雄 委員（保守）

問　独立回復後、憲法を改正しなかったのは一種の追認をしたということでは

ないのか。

答　形式的にはそのとおり。ただ、歴代内閣にも改正への動きはあったが、安

保条約の改定や経済発展、沖縄問題等が優先された結果、憲法改正にまで手が



76

まわらなかった事情も考慮すべき。

問　憲法改正の要件は非常に厳しい。これに加えて、日米安保条約の改定がう

まくいったことが、国防問題に対する安心感を生み、憲法改正が遅れる原因と

なっているのではないか。

答　そのとおり。

問　自然権は、もとから存在するのではなく、社会がそれを人権と認めること

によって存在し、また、その内容も変わっていくのではないか。また、公共

の福祉と基本的人権の関係をどう見るか。

答　確かに時代とともに自然権の概念も変わる。公共の福祉と人権の関係は抽

象的な法原則で決めることがそもそも難しい。

○佐 々 木 陸 海 委員（共産）

問　日本の戦争放棄を主導したアメリカが再軍備を要求した結果、自衛隊が設

置されたと解するが、アメリカ政府の方針転換をどう見るか。

答　アメリカの対日政策は、日本をアメリカにとって都合のいい国にすること

で一貫している。憲法制定時は軍事力を持たない無害国化を意図したが、その

後、同盟国化を意図した。それにより政策も変化した。

問　９条２項の改正論は占領期にアメリカから出て、現在も続いていると解し

てよいのか。

答　国家に自衛の権利がないのはおかしいが、当時の日本政府は逆にそれを利

用し、軍事に投入する資金はないとしてアメリカの要求を抑え、経済復興に専

念した。

問　自衛隊は９条２項に違反する存在だと思うか。

答　憲法は条文を額面通りに受け取るものではなく、自然法や国際常識に照ら

して考えるものである。自衛権は存在しており、自衛隊は合憲である。

問　９条は国際ルールの流れに乗った先駆的な規定ではないか。また、日米安

保条約と日本国憲法は矛盾していると思うが、憲法改正ではなく日米軍事同

盟を廃棄する方向での矛盾解消が必要なのではないか。

答　９条の理念自体は世論の影響が大きいが、条文がこのような形になったの
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はアメリカの強制である。また、平和が維持されてきたのは９条のためではな

く、日米安保条約のためであり、９条と安保条約は矛盾ではなく補完的関係に

ある。

○伊 藤    茂 委員（社民）

問　憲法論議の座標軸を明確に設定する必要があるのではないか。

答　そのとおり。現在の日本及び世界の状況を考えて、どういうルールが望ま

しいのかを考えるというのが私の意図する座標軸である。

問　第２次世界大戦後、日本に平和が保たれてきたのは日米安保条約のためで

はなく、平和憲法のおかげではないか。

答　戦後、複雑な情勢下にあった極東においては非武装に徹して平和を保てた

とは思えない。日米安保の力である。

問　大戦時の侵略行為に対する反省と憲法の関係は不可分であり、憲法制定時

の考え方を重視しなければならないのではないか。

答　侵略への反省は重要だが、それを防ぎ得なかった理由を考えるのも重要で

あり、私は言論の自由の欠如や首相のリーダーシップの欠如が大きな原因と思

う。また、侵略しないという反省だけではなく、積極的に平和に貢献するとい

う意味での反省も重要である。
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◎進藤榮一参考人の意見陳述の概要

１. 憲法の国際的意義という観点から考えると、現行憲法は、「たどるべくして

たどった帰結点」であり、かつ、「たどるべくしてたどる今後の 21 世紀世界に

向けての出発点」である。

２. そのような観点からすると、「三つのＤ」、すなわち市民的諸活力の展開を

意味する「民主主義化(Democratization)」、軍事レベルを低くして諸分野での

協調体制及び相互依存体制を確立する「脱軍事化(Demilitarization)」及び諸

国との共生を図る「脱植民地主義化(Decolonization)」に着目する必要がある。

３. この「三つのＤ」は、1942 年以降、ＧＨＱ等により憲法に反映させること

が企図され、「脱軍事化」については文民条項を通じて、また、「民主主義化」

については民衆組織の奨励及び地方分権の推進を通じて具体化されていった。

４. このような過程は「押しつけ」であるとの主張も存在するが、外国からの

賢者(「立法者」)だけが国の制度を根本から変えることができるとの主張があ

るとおり、外国人が憲法を作成することは異常なことではなく、むしろ憲法制

定の慣例であるともいえる。

５. 憲法制定過程の論議は、時間の軸と場所の軸を外した長い歴史の中に憲法

を位置付けた上で行い、そして、憲法の掲げる理念の普遍性を理解する必要が

ある。その際、いかにして憲法が国民に根差したものになったかという「土着

化」及びどのように国外からの影響を受けたかという「国際化」、この二つの

外的要因の影響を考慮する必要がある。

６. 21 世紀に向けて、市民的諸活力を増大させるとともに、憲法制定過程に見

ることのできる先見性と国際性を取り戻すことにより、「第二の戦後改革」を

実行する必要がある。

７． 憲法改正の是非について、これを積極的に否定するものではないが、単に

制度をいじくることは無意味であり、憲法に掲げられた理念を実現するための

施策を充実させ、実行していくことが重要である。
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◎進藤榮一参考人に対する質疑応答の概要

○横 内 正 明 委員（自民）

問　制定後 50 年の社会の動きに合わせて憲法を変えるべきではないか。

答　確かに、危機管理、環境、男女共同参画、司法改革等が現在問題となって

いるが、これらの問題に係る憲法改正を論議する以前に、具体的な問題にいか

に対応するかの政策及び制度を充実させるかが重要である。

問　芦田修正は自衛戦力保持を認める意図を有していたと解してよいか。そう

だとすれば自衛隊は合憲と解してよいか。また、芦田修正の意図を明確にす

るように９条を改正すべきではないのか。

答　芦田修正の趣旨は自衛戦力を認めるものと認識しているので、私は、自衛

隊は合憲であると考えている。

　　21 世紀における重要な原則の一つが「脱軍事化」であることにかんがみれ

ば、現在の日本の軍備及び規模は異常であるので、削減すべきである。また、

芦田修正の意図を明確にするよう憲法改正を行うことも一つの方途ではある

が、自衛隊が多くの国民にその存在を認知されている現状にかんがみれば、あ

えて憲法改正をすべきではないと考える。

問　アメリカの対日占領政策というものは我が国の台頭を抑えるためのもので

はなかったのか。

答　当時のアメリカの国益もあり、対日占領政策が日本の台頭を抑えるもので

あったという側面は否定できない。しかし、対日占領政策は、軍事力膨張主義

及び経済膨張主義の暴走を抑えるため民主化を推進し、相互依存を強化し、国

境の壁を低くすることにより日米双方の利益を図るという現実主義に基づく

ものである。

問　参考人のレジュメに記載されている「憲法の失われた諸命題」（未だ実現さ

れていない憲法の理念）とは何か。

答　具体的には、環境基本法の充実、条例の重視、住民投票の整備、金のかか

らない政治の実現、男女共同参画の推進、司法改革等の「民主化」を推進して

いくことが重要だ。
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○　横 路 孝 弘 委員（民主）

問　憲法制定過程において日本とＧＨＱとのせめぎ合いがあったと考えられる

が、戦後の日本社会をいかにしていくのかについての大きな方向性について、

両者に共通の認識があったのではないか。

答　基本的には、両者に共通の認識があったと考えられる。当時の日本には「守

旧派」と「変革派」という二つの流れが存在していた。後者の動きとＧＨＱと

が車の両輪となって民主化に向けた動きを加速させ、新たな日本のかたちを作

りあげてきたと考えられるが、まだ、その到達点には来ていない。

問　官僚機構の改革及び地方分権の推進が今後の課題と考えるが、いかがか。

また、どのように地方分権を推進していくべきか。

答　中央集権体制は官僚機構の強化につながることから、官僚機構改革の中核

は、地方分権である。地方分権の推進は、今後新しい国際社会に参入していく

ための一つの課題といえる。地方分権の推進に当たっては、憲法改正論議以前

に、いかにその中身を充実させるかが重要である。

問　衆議院憲法改正小委における主な議論は何だったのか。

答　第一に、生存権、社会権等の規定による人権の強化。第二に、主権の問題。

第三に、自衛権放棄の問題である。ただ、21 世紀に向けては、制定過程の中

だけではなく、それを超えた幅広い議論により「国のかたち」を考えていく必

要がある。

○太 田 昭 宏 委員（明改）

問　「土着化」とは、西洋の「文明」を日本の「文化」の中にいかに受容して

いくかという葛藤の過程であると理解しているが、その葛藤が不十分なままに

受容してしまったのではないか。

答　普遍的原理を新たに取り入れていくためには、それ以前の古いものを取り

除く必要がある。憲法制定過程においては、変革派が土着の動きに目を向け、

かつての古いものの何が良くて何が悪いかについて十分な議論を重ね、その上

で普遍的な原理を日本の土壌に植え直したものと考えられる。

問　象徴天皇制について、これは国民主権と天皇主権を「中和」させた制度な

のか、それとも「土着化」が図られた制度なのか。
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答　天皇制に係る憲法制定時の狙いと今日の天皇制の在り方とはかけ離れてい

る。原点に立ち返っての天皇像を確立すべきではないか。

○安 倍 基 雄 委員（保守）

問　天皇制の維持が危うい状況下における衆議院憲法改正小委において、自由に

議論できたのか。また、議論はすべてにわたっているのか。

答　「密室の 7 日間」だけに着目すれば短期間と言えるかもしれないが、その

後 100 日にわたる審議も行われている。また、天皇制の維持が危うい状況とは

いえ、自由で、本格的な議論が行われていたと考えている。

問　世界各国の憲法において、9条のようにすべての戦力を保持しないと規定し

た国はあるのか。

答　すべての戦力を保持しないと憲法に定めている国としてよく例に出される

国は、コスタリカであるが、「脱軍事化」の規定は、ブラジル、フランス等多

くの国の憲法に存在する。

　　なお、「憲法の国際化」という概念がある。これは、人権尊重、武力の行使

又は武力による威嚇の禁止、社会福祉等について、各国の憲法が同じような規

定を有するようになることをいう。各国の憲法においても、一定の方向に向け

た流れが存在するのである。

問　憲法は社会の発展、環境に応じて変えていくべきではないか。

答　現在の状況を変えていく必要がある。現在の問題が制度疲労を原因として

いる以上、憲法を改正しても意味はなく、各政策の中身を充実させていくのが

先決である。

○春 名  章 委員（共産）

問　憲法制定過程に関する「押しつけ」は、新憲法の主権者である国民に対す

るものではないと考えるべきではないか。また、ハーグ陸戦法規に違反するこ

とを理由とした憲法無効論が現在蒸し返されることをどう思うか。

答　時間と場所の軸をはずして、歴史的流れの中で考えれば、「押しつけ」で

はない。外国からの力により国内の制度が変化することは、歴史的にもよくあ

ることである。また、憲法無効論は、すでに決着済みの話である。
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問　日米安保体制は憲法と矛盾しているか。

答　国際政治の現実は非常に厳しく、国際関係のリアリズムを無視することは

できない。したがって、日米安保体制自体を否定するものではない。

○伊 藤    茂 委員（社民）

問　憲法を論ずる以前に、国民が抱えている将来の不安を取り除く必要がある

が、今日の憲法論争の状況をどのように受け止めているか。

答　貧困、環境破壊等により発展途上国で争いが起こっていることにかんがみ

れば、日本は、憲法論議にいつまでも拘泥するのではなく、国際社会のダイナ

ミズムに目を向けて、その中での新しい「国のかたち」を構築していくべきだ。

そのためには、市民化及び国境の壁を低くすることが必要である。

問　21 世紀の国家観、世界観として何が必要と考えるか。

答　例えば、外交の分野では、一国安全保障ではなく、エネルギー、食糧等を

含めた総合安全保障を考えるべきだ。今日、地域単位での総合安全保障が構築

されつつあることを考えれば、日本は、東アジアにおける総合安全保障を確立

していくべきである。また、住民投票については、日本はアメリカに比べて 1

世紀遅れている。こうした制度の整備を十分に行う必要がある。
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◎五百旗頭真参考人の意見陳述の概要

１．マッカーサーは当初、侵略戦争と自衛戦争の双方を否認していた。しかし、

ケーディスが侵略戦争のみを否認するよう修正したときから、ＧＨＱには日

本の自衛戦争は容認することの了解ができた。

２．芦田が９条の修正（いわゆる芦田修正）をケーディスに示した際、ケーディ

スは自衛権の保持が明確となり、さらに、国連加盟を展望した上で国際安全保

障への参加を容易にする修正として賛成した。芦田はＧＨＱが自衛戦争を否認

していると考えていたため、ケーディスが了承したことに驚いた。

３．マッカーサーや吉田は、日本が国際社会で信用を回復するためには徹底し

た平和主義を表明する一方（「顕教」）、自衛権の保持は可能と考えた（「密教」）

ように、「顕教」と「密教」の使い分けをしていた。

４．現行憲法は「押しつけ」憲法であるから違法、無効とする主張もあるが、

幣原内閣は総辞職することによって憲法改正に抗議することもできたが、天皇

制及び国家の存続、戦後への船出のためにやむを得ず受け入れ、有効な憲法を

成立させる決断をしたのであるから、そのような主張には無理がある。

　　また、現行憲法は発表当時から国民の高い支持を得て、戦後の復興の基礎

となり、平和で豊かな社会を支える憲法として定着した。

５．湾岸戦争で日本が世界の安全保障に関与せず、国際社会から非難されたこ

とから、国民の意識は９条が国際貢献を制約しているのなら、９条を変えても

いいのではないかというように変化した。

６．大国の脅威は去ったが、さまざまの種類の低強度紛争が生じる時代となり、

日本の安全保障に関しては、日米の同盟は強化しながらも、ある程度は自前で

対応できる努力を拡大し、さらに、非核先進国として、多くの国が核武装しな

くてもいい国際システムを追求する必要がある。

７．「異端としての改憲論」（「押しつけ」であることを理由とする改憲論）では

なく、憲法の基本精神である自由、民主主義、国際協調主義、平和主義の上に

立ち、国民の安全と繁栄に必要な憲法に改めるための「正統としての改憲論」

を展開すべきである。
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◎五百旗頭真参考人に対する質疑応答の概要

○平 沼 赳 夫 委員（自民）

問　現行憲法が押しつけられたという観点も重要であり、憲法の出自が、現在

の我が国が直面している社会的な問題にも関係があると考えるが、いかがか。

答　およそ憲法がつくられるときは戦争、革命等があり、憲法が存続するかど

うかは内容の問題である。憲法改正を論ずるにあたっては、「押しつけ」の有

無ではなく、内容的に国民に有益となる改正案を提起することが大事である。

問　ケーディスや芦田により自衛権が明確化された９条は前文と矛盾しないの

か。

答　日本が戦後世界に船出するためには徹底した平和主義をアピールするとい

う「顕教」が必要であった。９条も一見すると自衛権まで放棄したと読める意

味では前文と９条の「顕教」部分は一致しているが、その一方で、自衛権の保

持を可能にしておくという扱いをした。

○樽 床 伸 二 委員（民主）

問　時代の流れに合う憲法を作るには、制定時の経緯にとらわれず、イデオロ

ギーを脱却した改憲論が必要ではないか。

答　ある種のイデオロギーで捉えることは無理がある。自由主義、民主主義、

法の支配、国際協調主義という諸要素が組み合わされていくのが先進国の憲法

の成り立ちであり、多面的な国民の必要を組み合わせていく努力が必要である。

問　９条について不明瞭な解釈を続けるよりも、自衛権を認めた上で明確な表

現に改めるべきではないか。

答　９条 1 項の侵略戦争の否定は国民に定着しているが、２項については今で

は分かりにくくなった。したがって、単に 1項のみとし２項は削除するか、あ

るいはもう少し明白に自衛戦争はその限りではないという説明句を加えるか、

自衛戦争、国際安全保障上の共同行動は可能であるということまで言うかを検

討しておくべきである。
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○福 島　　豊 委員（明改）

問　マッカーサーや吉田等が「顕教」と「密教」を使い分けたことが、国民の

安全保障観をゆがめたのではないか。

答　冷戦後においては自衛戦争を否定する議論はあまり聞かなくなったものの、

いまだに国民意識の分断はある。今日と明日の必要を洞察する道筋を示さなけ

れば、国民意識の分断は超えにくいと思う。

問　ドイツでは「顕教」と「密教」の使い分けのようなことはなことはなかっ

た思うが、日本とドイツの憲法制定経緯の違いは何か。

答　ドイツの場合は完全に政府までなくなり、占領下で始めたことは再建のみ

で、論理がはっきりしていたことと、日本は冷戦前に憲法を作ったため、冷戦

後の厳しい現実を読み込んでいないのに対し、ドイツは冷戦が始まりだいぶん

経過してから憲法を作った違いがある。

問　安全保障については若い世代において意識が乏しく、世代間のギャップが

あるのではないか。

答　全国民が関心を持てというのは無理で、それを強要するわけにはいかない。

関心を持っている少数の人が責任感を持ち、全国民を代表して社会を支えるこ

とが大事である。

○佐々木 陸 海 委員（共産）

問　９条は制定当初から自衛戦争、自衛隊、国際安全保障のための活動を認め

ていると解釈できるのか。

答　９条制定の経緯を振り返れば、ＧＨＱ、極東委員会、日本政府ともそのよ

うに理解していたと考える。

問　アメリカの対日政策の転換による再軍備の過程を憲法との関係でどう考え

るのか。

答　吉田は自衛戦争をも放棄していると国会で答弁しているが、当時は国際的

信用の回復と経済復興が大事であり、軍隊の保持を言うべきではないと判断し

たためであり、いずれ説明を変えなければいけないと考えていた。講和条約締

結後に軽軍備が行われた際、吉田は戦力にあたらないという苦しい説明をした

が、鳩山内閣では、憲法は自衛権を認め、そのための最小限のものは許される
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という統一見解が出された。

○中 村 鋭 一 委員（保守）

問　芦田が９条の修正をケーディスに申入れに行った真意は何か。その際、自

衛のための戦力を持ち得ることを確認すべきではなかったのか。

答　芦田は自衛のための戦力は必要であると考えていた。しかし、当時の平和

主義を支持する世論を刺激するのみでなく、さらにＧＨＱが自衛戦争を否認し

ていると思い込んでいたため、修正の意図を明らかにせず、自衛のための戦力

保持が認められることを確認しなかった。

○二 見 伸 明 委員（自由）

問　マッカーサーと幣原の両者において、戦争放棄条項に自衛戦争を含むか否

かの解釈の相違はあったのか。

答　マッカーサーは侵略戦争を放棄するようには言っているが、自衛戦争には

触れておらず、幣原が自衛戦争まで放棄するつもりで受け止めたかどうかは不

明である。

問　集団的自衛権の行使を認めない内閣法制局の解釈には疑問があるが、いか

がか。

答　自衛権の中で個別的自衛権と集団的自衛権を峻別し、集団的自衛権は保有

するものの行使できないとする説明は、国外に出向かないということを強調す

るためであると思う。共通の脅威に対して、一国で対処するよりも多数の国で

対処した方が抑制が容易になる。国際社会の共同の必要を我が国が代弁して行

う心がけが大事であり、今の考えでは長くもたない。

○辻 元 清 美 委員（社民）

問　９条以外の部分をいかに評価するのか。

答　民主主義のように人類の歴史、苦闘の中で確立した普遍文明の遺産のよう

なものが提供されたからこそ、今に至るまで定着している。それを基本的に受

け止めながら、新しい権利として環境の問題、プライバシーの問題等について

より良いものに改めていくアプローチをとっていくべきである。
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問　環境アセスメント法、情報公開法に抵抗している人が、憲法に環境権、知

る権利を明記すべきと主張する状況をどのように考えるか。

答　権利を全面的、一面的に原理主義で規定すると、他の原理との対抗関係で

問題が起こる。両方の必要価値を組み合わせ、憲法に規定すべきか、法のレベ

ルで規定すべきかいろいろな工夫があると考える。
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◎天川晃参考人の意見陳述の概要

１. 憲法に第８章が規定されたことについては、大きな意義があったと評価さ

れている。以下に、第８章の制定経緯及びその与えた影響について述べる。

２. 地方自治が憲法に規定された直接の起源は、ＧＨＱ案の“local government”

に求めることができる。その制定経緯については、①「非軍事化」及び「民

主化」の展開に当たって、民意を反映させる政治システム構築の一環として

分権化が考えられており、②首長等の公選制を中核とする分権化を重要視す

るラウエルの存在があったことから、③最終的に、首長等の公選制、自治権

及び特別法に係る住民投票が規定されることとなった。

３. ＧＨＱと政府とのＧＨＱ案に対する修正協議において、政府は、地方自治

の章の新設に異議を唱えなかった。そして、明治時代以降の地方自治の経験

及び連続性を重視する観点から、“local government”（地方政治）を“local

self-government”（地方自治）に修正するとともに、地方自治の基本精神で

ある団体自治及び住民自治を内容とする「地方自治の本旨」を定めるため、

地方自治に係る総則的規定（92 条）を追加した。また、団体の種類を固定化

せずに、「地方公共団体」として一括した。しかし、首長の直接公選制に対す

る修正要求は認められなかった。

４. 敗戦後、戦時体制への反発及び「非軍事化」の流れから、新党の結成、行

政機関の再編成、旧権力に対する批判及びその責任の追及等の動きとともに、

「民主化」を軸とする日本再構築への動きが見られた。しかし、これらの動

きとＧＨＱの想定していた「非軍事化」及び「民主化」との間には、依然大

きな隔たりがあり、その隔たりは、人権指令において顕在化した。これに対

し、日本の一部の者は、強い危機感を抱き、自発的な変革の必要性を認識し

ていた。

５. 地方制度については、戦時下の地方制度改正により中央集権化及び広域行

政化が同時進行していたが、敗戦後、広域行政の必要性が引き続き認識され

ていた一方、戦時体制への反発から自治権の拡張が唱えられるようになった。

６. その後発表された憲法改正案要綱は、日本の地方制度に大きなインパクト

を与えた。第一に、知事の直接公選制の導入である。これを通じて二層制の

地方制度が固定化されることになった。第二に、事実上の市長公選の実施で

ある。第三に、公選知事官吏制への反発である。第四に、知事公選制と道州

制との関係である。当時は道州制導入が一般的意見であったが、結局道州制

は導入されず、内務省解体及びシャウプ勧告を通じて事実上の地方機能強化

が進められた。
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７. 憲法制定経緯を一般的に特徴付けるマクロ的アプローチも必要であるが、

個別の条文に係る制定経緯を検討するミクロ的アプローチを行うことにより、

当時の人々が何を求め、いかに努力したかを理解することも必要である。そ

の際、憲法の有する可能性を法律が十分に引き出せているかを検討すべきで

ある。同時に、制定経緯と時代の背景との関わりを考える必要がある。それ

により、当時の国民が将来の日本のあるべき姿について前途に希望を見い出

そうとしていたことがわかるはずである。
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◎天川晃参考人に対する質疑応答の概要

○森 山 眞 弓 委員（自民）

問　43 条等の国会の在り方に関する規定を見直すべきではないか。

答　二院制は、ＧＨＱとの修正協議において日本が主張したものであり、その

際両院による“check and balance”を想定していたものと思われる。歴史的に

は、貴族院は特権的な立場にあり、民意を反映しないとの批判が存在した。ま

た、臨時法制調査会では、参議院議員選挙法が検討されていたが、技術的に難

しいということ及び国会の自律性が障害になったと考えられる。

○鹿 野 道 彦 委員（民主）

問　分権連邦型国家を目指す上で、広域行政制度と知事公選制度との関係をど

のように整理すべきか。

答　国の行政の在り方と地方行政への配分の方法に関わる問題である。ある程

度国の事務を地方に移譲し、それを集結させて広域的な行政のシステムを構築

するということも考え得る方途の一つである。

問　地方自治では、国と地方の役割の明確化が重要であると考えるが、地方公

共団体を「地方政府」と位置付けることで、その役割及び「地方自治の本旨」

の内容が明確になるのではないか。

答　一つの事務を複数の主体が担うという日本の地方自治制度の二重の性格が

国の役割と地方の役割を曖昧にさせてきた原因の一つであるといえる。した

がって、国と地方とを明確に分離して責任の所在を明らかにすることも方途の

一つである。もっとも、団体自治及び住民自治の概念が日本型の地方自治制度

に立脚していることにかんがみれば、その場合、「地方自治の本旨」の内容及

び表現を変える必要がある。

問　憲法の掲げる理念の実現のためには、地方自治法その他の憲法の附属法を

適切に定める必要があるのではないか。

答　憲法に理念又は在り方が定められていたとしても、法律の内容次第で実態

は大きく左右される場合がある。したがって、憲法に定める理念又は在り方が

法律によりどの程度実現されているのかを検討することは重要である。
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○平 田 米 男 委員（明改）

問　現在日本の地方制度は都道府県と市町村の二層構造になっているが、憲法

は本来どのような制度を想定していたか。

答　住民に近いいわゆる基礎自治体を廃止することはできないし、また、歴史

的に大きな意味を有する府県制を変えることは困難ではないかと考える。

○春 名  章 委員（共産）

問　戦中の地方制度改正により中央集権体制が強化され、侵略戦争を推進する

システムが構築されたという反省から、第８章の規定が創設され、国民が支持

したと考えてよいか。

答　戦中の地方制度改正は、明治以降の自治の発展への道筋を逆転させるもの

であったため、戦後それを元に戻して、より拡大させるという方向に向かった

ものと考えられる。

問　政府は「地方自治の本旨」を規定すべき旨の要求をしたにもかかわらず、

首長の直接公選制に反対したのはなぜか。また、「地方自治の本旨」とは何を

意味するのか。

答　政府は、直接公選制のイメージが乏しかったため、間接公選制の導入を意

図していたが、これは、公選制と矛盾するわけではない。また、「地方自治の

本旨」に照らせば地方公共団体は課税自主権を有するとの考えについては、当

初のＧＨＱ案に地方公共団体の徴税権が規定されていた意味を考えることは

可能である。

問　第８章の規定は、世界の憲法の流れを受け入れたものか。

答　団体自治は大陸法系の概念であると考えられるが、住民自治については、

広義の「民主化」の一環として理解できると考える。

○中 村 鋭 一 委員（保守）

問　都道府県を廃止し、全国を 300 の市に再編成するという政策について、ど

のように考えるか。

答　すべての市を平等にすることが「地方自治の本旨」なのか、各市の多様性

とどのように両立しうるのか等の問題を考える必要があるとともに、実際にど
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のような手続で当該政策を実施していくかが問題である。

問　第８章には法律に授権している部分が多いが、憲法に明確に定めるべきで

はないか。

答　「法律で定めるところにより」の文言は、日本の発意に基づくものである。

したがって、当時の者が何を意図していたかを考える必要がある。また、自治

制は明治以来法律事項であり、明治憲法期の慣行を残しているとも考えられる。

○二 見 伸 明 委員（自由）

問　現在、首長の多選が権力集中につながるとして問題視されているが、憲法

制定過程において、多選禁止についての議論はされなかったのか。

答　知事の任期は法律事項であるが、最初の改正では、官選知事の就任期間の

短さにかんがみ、安定して地方行政に専念させるよう任期を定めることが大き

な争点であった。

問　外交、安全保障等の事務を国が行い、それ以外の事務を地方が行うという

「地方主権」について、どのように考えるか。

答　国の施策を行う際の行政は「地方自治の本旨」に従って行わなければなら

ないとすれば、より広範なコントロールが可能となり、いっそう地方分権化が

推進されていくと考えられる。

○辻 元 清 美 委員（社民）

問　「非軍事化」及び「民主化」に第８章はいかなる役割を果たしてきたのか。

答　第８章が規定されたことは、戦後の自治を進める上で大きな意義があり、

地方自治の推進に当たっての大きな支えとなっていたと考えられる。

問　現憲法は様々な先見性を有しているが、法律が憲法の理念を活かしている

か検証すべきであり、その点地方自治法は不十分であると考えるが、いかがか。

答　憲法の理念には非常に幅がある。また、地方自治法については、戦前との

連続性を重視したため効果的に機能したという側面がある一方、新たな観点か

らすると不十分な側面もある。後者の側面を改善していく努力において、第８

章が一つの方向性を示していたと考えられる。
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